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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

　当社（形式上の存続会社、株式会社シーエーシー・コンピュータシステム、昭和54年10月18日設立、本店所在地東京都千

代田区、1株の額面金額50円）は、平成10年1月1日を合併期日として、株式会社シーエーシー（実質上の存続会社、昭和41年

8月8日設立、本店所在地東京都千代田区、1株の額面金額500円）を合併し、商号を株式会社シーエーシーに変更いたしまし

た。

　この合併は、実質上の存続会社である旧株式会社シーエーシーの株式の額面金額の変更を目的としたものであり、合併に

より、同社の資産、負債及び権利義務の一切を引き継ぎました。

　合併前の当社は、休業状態にあり、合併後におきましては実質上の存続会社である旧株式会社シーエーシーの事業を全面

的に継承しております。

　このため、以下の記載事項につきましては別に記載のない限り、合併期日までは実質上の存続会社である旧株式会社シー

エーシーについて記載しております。

　なお、事業年度の期数は、実質上の存続会社の期数を継承しておりますので、平成10年1月1日より始まる事業年度を第33

期としております。
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１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期
決算年月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月 平成20年12月 平成21年12月

売上高（百万円） 52,423 37,387 40,924 43,701 39,842

経常利益（百万円） 3,746 2,185 2,846 3,491 1,884

当期純利益（百万円） 4,309 1,209 1,168 1,844 929

純資産額（百万円） 17,955 18,065 18,574 18,708 19,773

総資産額（百万円） 32,382 27,225 29,516 29,713 31,004

1株当たり純資産額

（円）
835.14 857.39 886.06 915.93 960.61

1株当たり当期純利益金

額（円）
197.86 56.79 55.89 91.12 46.49

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益金額（円）
194.51 56.18 － － －

自己資本比率（％） 55.45 65.67 61.83 61.64 61.96

自己資本利益率（％） 27.07 6.77 6.47 10.09 4.96

株価収益率（倍） 7.38 17.50 12.88 8.45 14.26

営業活動によるキャッ

シュ・フロー（百万円）
2,203 △3,043 3,279 2,666 687

投資活動によるキャッ

シュ・フロー（百万円）
7,021 △789 △694 △1,084 △2,300

財務活動によるキャッ

シュ・フロー（百万円）
△2,531 △1,579 △870 △1,144 705

現金及び現金同等物の期

末残高（百万円）
11,010 5,627 7,322 7,525 6,658

従業員数（人） 1,862 1,882 1,881 1,998 2,150

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第41期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号

　平成17年12月9日）を適用しております。

        ３．第42期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。ま

た、第43期及び第44期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、希薄化効果を有する潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期
決算年月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月 平成20年12月 平成21年12月

売上高（百万円） 30,712 29,399 31,859 33,036 29,649

経常利益（百万円） 2,375 2,053 2,528 2,803 1,719

当期純利益（百万円） 4,837 1,372 954 1,593 1,084

資本金（百万円） 3,544 3,596 3,702 3,702 3,702

発行済株式総数（株） 22,087,40022,236,80022,541,40021,541,40021,541,400

純資産額（百万円） 17,321 17,379 17,551 17,629 18,662

総資産額（百万円） 30,285 24,845 26,478 26,746 27,904

1株当たり純資産額

（円）
805.87 833.44 852.10 880.87 931.45

1株当たり配当額

(内1株当たり中間配当

額)（円）

14.00

(6.00)

14.00

(7.00)

20.00

(10.00)

30.00

(15.00)

32.00

(16.00)

1株当たり当期純利益金

額（円）
222.55 64.42 45.64 78.70 54.21

潜在株式調整後1株当た

り当期純利益金額（円）
218.96 63.74 － － －

自己資本比率（％） 57.20 69.95 66.29 65.86 66.75

自己資本利益率（％） 32.12 7.90 5.46 9.06 5.98

株価収益率（倍） 6.56 15.42 15.77 9.78 12.23

配当性向（％） 6.29 21.73 43.82 38.11 59.03

従業員数（人） 1,311 1,260 1,235 1,281 1,349

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．第41期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月9

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号

　平成17年12月9日）を適用しております。

        ３．第42期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。ま

た、第43期及び第44期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、希薄化効果を有する潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。
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２【沿革】

    

年月 事項

昭和41年8月 コンピュータソフトウエアの受託設計制作及び販売を目的として、株式会社コンピュータアプリ

ケーションズを設立。本店を東京都千代田区神田一ツ橋に置く。

昭和46年3月 日本システムサービス株式会社に35％の資本参加をし、当社関係会社とする。事業目的：システム

運用管理。

昭和48年10月 株式会社システムユティリティ（資本金500万円）を設立、100％子会社とする。事業目的：システ

ム運用サービス。

昭和51年5月 コンピュータ専用ビル「ＣＡＣ－ＦＭセンター（飯田橋尚学ビル）」竣工。総合的なシステム運用

管理サービスを目的とするファシリティーマネージメント事業を開始。

昭和51年12月 日本システムサービス株式会社に対する出資比率を56％とし、当社子会社とする。事業目的：シス

テム運用管理。

昭和52年6月 関西営業所開設（大阪市西区京町堀）。

昭和63年12月 通産省の「システムインテグレーター認定企業」の認定を受け、以後、連続して認定を受ける。

平成元年7月 Computer Applications(America)Co.,Ltd.（現：CAC AMERICA CORPORATION）(現:連結子会社)設

立（米国ニューヨーク市）。

平成2年11月 Computer Applications(Europe)Company Limited(現：CAC EUROPE LIMITED) (現:連結子会社)設

立（英国ロンドン市）。

平成3年9月 株式会社エス・シー・アイに資本参加し、当社関係会社とする。事業目的：九州地区のシステム構

築サービス。

平成4年11月 本社を一ツ橋センタービルに移転。

平成5年4月 情報システム運用支援を行うデスクトップサービス事業を開始。

平成6年5月 ＥＲＰパッケージ（統合業務パッケージ）の販売会社であるＳＡＰジャパンと業務提携。同社製品

「Ｒ／３」を応用したシステム構築事業を開始。

平成6年7月 子会社2社（日本システムサービス株式会社、株式会社システムユティリティ）を吸収合併。合併と

同時に商号を株式会社シーエーシーに変更（旧商号、株式会社コンピュータアプリケーション

ズ）。合併に伴い、日本システムインフォメーション株式会社を当社子会社とする。事業目的：デー

タエントリ（情報処理システムに対するデータエントリ）

平成7年3月 通産省の「特定システムオペレーション企業」の認定を受け、以後、連続認定を受ける。

平成7年6月 通産省の「情報処理サービス業電子計算機システム安全対策実施事業所」の認定を受ける。以後、

連続認定を受け現在に至る。

平成7年9月 日本システムインフォメーション株式会社の商号を株式会社シーエーシー情報サービスに変更。

平成8年9月 分散系システムのアウトソーシングに強みをもつカナダＳＨＬ社の子会社・ＳＨＬジャパンと業

務提携。分散系システムの総合的運用管理を行うＮＳＭサービス事業を開始。

平成9年9月 マイクロソフト　ソリューション　プロバイダーの「優秀企業賞」を受賞。

平成10年5月 ＮＳＭサービス事業のベースとなるＮＳＭセンター開設（東京都中央区新川）。

平成10年7月 社団法人日本オフィスオートメーション協会主催の「第1回ヘルプデスク総合大会」において、

「Best Helpdesk of The Year ｀98」を受賞。

平成11年4月 ＳＡＰジャパンの「SAP AWARD OF EXCELLENCE ｀99」を受賞。

平成11年7月 日本証券業協会に店頭登録銘柄として株式公開。

平成12年3月 システム運用管理サービスの株式会社アークシステム(現:連結子会社)の全株式を取得。事業内

容：コンピュータ・システム運用に関するコンサルティング、運用・保守の技術支援。

平成12年5月 CAC PACIFIC CORPORATION(略称:ＣＡＣパシフィック) (現:連結子会社)を設立。事業目的：環太平

洋地域でのインターネット関連事業の推進。
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年月 事項

平成12年6月 インターネットを利用したマルチメディア・ビジネス事業を目的として株式会社小学館、日本電気

株式会社および当社の合弁で株式会社ウェブプログレッシブを設立。

平成12年7月 希亜思（上海）信息技術有限公司(略称:CAC上海) (現:連結子会社)を設立。事業目的：中国におけ

るインターネット関連システム開発。

平成12年10月 デジタルコンテンツサービスを行う株式会社ネットアドバンスを株式会社小学館、富士通株式会社

および当社の合弁で設立。

平成12年10月 東京証券取引所市場第一部に上場。

平成13年9月 ウェブホスティングサービスの株式会社アヴァンギャルドコンプレックスの全株式を取得。事業内

容：電子商取引サイトにおけるコンテンツ開発および受託運用事業。

平成14年3月 高達計算機技術(蘇州)有限公司(現:連結子会社)の登録資本を取得。事業目的：中国におけるシス

テム・コンサルティング、システム構築等。

平成14年6月 株式会社湯浅ナレッジインダストリ(現:連結子会社。現商号:株式会社シーエーシーナレッジ)を子

会社化。事業目的：商社・流通系情報システムの開発・運用管理。

平成14年4月 建設業向け情報システム事業を目的としてシーイーエヌソリューションズ株式会社を日本電気株

式会社、株式会社熊谷組および当社の合弁で設立。

平成14年10月 ビジネスモデル構築、支援やシステム・コンサルティング業務を行う株式会社アイ・エックス・ア

イを子会社化。

平成15年1月 株式会社オルビス(現:連結子会社。現商号：ＣＡＣオルビス)を子会社化。事業目的：自動車関連事

業向けのシステム開発・運用管理。

平成15年12月 株式会社マルハシステムズ(現:連結子会社。現商号:株式会社ＣＡＣマルハニチロシステムズ)を子

会社化。事業目的：情報処理システムの企画、設計、運用。

平成17年3月 ITを活用した価値創造のための調査・分析・コンサルティングを行う株式会社カティエントを設

立。

平成17年3月 株式会社シーエーシー情報サービスの保有全株式を譲渡。

平成17年6月 業務委託サービスの運用事業を目的として富士ゼロックス株式会社との合弁により株式会社クロ

スフォースを設立。

平成17年8月 株式会社アイ・エックス・アイおよび株式会社アヴァンギャルドコンプレックスの保有全株式を

譲渡。

平成17年11月 本社を東京都千代田区一ツ橋二丁目4番6号から東京都中央区日本橋箱崎町24番1号に移転。

平成18年7月 経営戦略とITを統合したIT-ROIコンサルティングを目的として株式会社CDIソリューションズを株

式会社コーポレイトディレクションおよび当社他の合弁で設立。

平成18年7月 株式会社アームシステックス（現：連結子会社）を子会社化。事業目的：CRO業務および統計解析

など新薬開発支援システムの開発・販売。

平成19年1月 株式会社きざしカンパニー（現：連結子会社）を子会社化。事業目的：インターネットサイトの企

画・開発・運営。

平成19年3月 株式会社メディカル・エコロジー（現：連結子会社。現商号：株式会社ＣＡＣクリニット）を子会

社化。事業目的：医薬品開発におけるCRO業務（モニタリング）。 

平成19年12月 株式会社カティエントを解散。

平成21年5月 株式会社ＭＩＣメディカル（現：持分法適用関連会社）を持分法適用会社化。事業目的：医薬品開

発におけるCRO業務（モニタリング）。 

平成21年11月 株式会社クリニカルトラスト（現：連結子会社）を子会社化。事業目的：医薬品開発におけるCRO

業務（モニタリング）。
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３【事業の内容】

　当社グループは、株式会社シーエーシーおよび連結子会社15社、関連会社3社（うち持分法適用会社2

社）によって構成されており、システム構築サービス、システム運用管理サービス、およびＢＰＯ／Ｂ

ＴＯサービスを主な事業としております。

＜システム構築サービス＞

　システム構築サービスにおいては、企業情報システムに関わるコンサルティング、システム開発およ

び保守、インフラ構築などのサービス提供を行っています。

 

＜システム運用管理サービス＞

　総合的なシステム運用管理サービスのほか、データセンター、ヘルプデスク/コールセンターなどの

サービス提供を行っています。

 

＜ＢＰＯ／ＢＴＯサービス＞

　ＢＰＯ／ＢＴＯサービスにおいては、システムの開発や運用と業務機能を併せた業務受託サービスの

提供を行っています。

 

　　当社グループの事業セグメントにおける主要なサービスは、以下のとおりです。

事業セグメント 主要サービス

システム構築サービス

　システムコンサルティング

　システム開発

　システム保守

　インフラ構築

　パッケージインテグレーション

システム運用管理サービス

　運用コンサルティング

　システム運用

　アプリケーション運用

　データセンター

　ヘルプデスク/コールセンター

ＢＰＯ／ＢＴＯサービス

ビジネスプロセス・アウトソーシング

ビジネストランスフォーメーション・アウトソー

シング
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  当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

　

名称 住所 資本金 主要な事業の内容
当社の議決権
の所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

東京都中央区
百万円

150

システム運用管理

サービス
100.0

当社からシステム構築、システム運

用管理を受託。当社から仕入れ、当社

にシステム構築、システム運用管理

を委託

役員の兼任
株式会社アークシステム

株式会社

シーエーシーナレッジ
東京都中央区

百万円

50

システム構築

サービス

システム運用管理

サービス

51.0

当社からシステム構築を受託

仕入債務の連帯保証

　

株式会社ＣＡＣオルビス 大阪市西区
百万円

30

システム構築

サービス

システム運用管理

サービス

90.0

当社からシステム構築、システム運

用管理を受託。当社から仕入れ、当社

にシステム構築を委託

役員の兼任

株式会社ＣＡＣマルハニチロ

システムズ
東京都中央区

百万円

100

システム運用管理

サービス
80.0

当社からシステム運用管理を受託。

当社から仕入れ、当社にシステム構

築、システム運用管理を委託

株式会社

ハイテックシステムズ

(注)２，３

山口県下関市
百万円

10

システム運用管理

サービス

100.0

(100.0)
なし

株式会社アームシステックス 大阪市中央区
百万円

10

ＢＰＯ／ＢＴＯ

サービス
100.0

当社からＢＰＯ／ＢＴＯを受託　

当社にＢＰＯ／ＢＴＯを委託

 役員の兼任

株式会社アーム

 (注)２，４
大阪市中央区

百万円

10

ＢＰＯ／ＢＴＯ

サービス

100.0

(100.0)

当社からＢＰＯ／ＢＴＯを受託

当社にＢＰＯ／ＢＴＯを委託

役員の兼任

株式会社きざしカンパニー 東京都中央区 
百万円 

96

システム構築

サービス

88.3

[6.7]

当社にシステム構築、システム運用

管理を委託

当社から資金貸付

 当社から事務所の賃貸

 役員の兼任

株式会社ＣＡＣクリニット 東京都中央区
百万円 

50

ＢＰＯ／ＢＴＯ

サービス
100.0

当社からＢＰＯ／ＢＴＯを受託

当社にＢＰＯ／ＢＴＯを委託

当社から資金貸付

当社から事務所の賃貸

役員の兼任

株式会社クリニカルトラスト 東京都港区　
百万円　

50

ＢＰＯ／ＢＴＯ

サービス　
70.0　 役員の兼任　

CAC AMERICA CORPORATION
米国

ニューヨーク州

千米ドル

300

システム構築

サービス

システム運用管理

サービス

100.0

当社からシステム構築を受託

当社にシステム構築を委託

役員の兼任

CAC EUROPE　LIMITED

(注)２，５

英国

ロンドン市

千英ポンド

220

システム構築

サービス

100.0

(0.9)

当社からシステム構築を受託

役員の兼任

CAC PACIFIC CORPORATION

(注)２

米国

カリフォルニア

州

千米ドル

1,000

システム構築

サービス

82.5

[17.5]

当社からシステム構築を受託

当社から事務所の賃貸

役員の兼任

希亜思（上海）信息技術有限

公司

(注)２，６

中国

上海市

千米ドル

350

システム構築

サービス

100.0

(100.0)

当社からシステム構築を受託

当社にシステム構築を委託

役員の兼任

高達計算機技術

（蘇州）有限公司

中国

江蘇省蘇州市

千米ドル

1,888

システム構築

サービス
100.0

当社からシステム構築を受託

役員の兼任
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名称 住所 資本金 主要な事業の内容
当社の議決権
の所有割合
（％）

関係内容

（持分法適用関連会社）　

株式会社ＭＩＣメディカル
東京都文京区

百万円

701

ＢＰＯ／ＢＴＯ

サービス
36.2

当社からＢＰＯ／ＢＴＯを受託

当社にＢＰＯ／ＢＴＯを委託

役員の兼任 

シーイーエヌ

ソリューションズ株式会社
東京都港区

百万円　

100

システム構築

サービス
20.0当社にシステム運用管理を委託

（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．議決権の所有割合欄の( )内は、間接所有割合で内数であります。また、同欄の[ ]内は、緊密な者または同意し

ている者の所有割合で外数であります。

３．株式会社ハイテックシステムズの間接所有における直接所有者は、株式会社ＣＡＣマルハニチロシステムズで

あります。

４．株式会社アームの間接所有における直接所有者は、株式会社アームシステックスであります。　　

５．CAC EUROPE LIMITED の間接所有における直接所有者は、CAC AMERICA CORPORATIONであります。

６. 希亜思（上海）信息技術有限公司の間接所有における直接所有者は、CAC PACIFIC CORPORATIONであります。

７．株式会社クリニカルトラストは株式を新規に取得したことにより、当期より連結子会社に含めております。

８．株式会社ＭＩＣメディカルは株式を新規に取得したことにより、当期より持分法の適用範囲に含めておりま

す。なお、同社は有価証券報告書提出会社であります。

９．株式会社クロスフォースは株式の譲渡により関連会社に該当しなくなったため、持分法の適用範囲から除外し

ております。　

　　　

　

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

システム構築サービス 932

システム運用管理サービス 480

ＢＰＯ／ＢＴＯサービス 360

統括業務 378

合計 2,150

（注）１．従業員数は就業人員数であり、契約社員を含んでおります。

２．統括業務として記載されている従業員数は、特定セグメントに区分できない営業・管理部門等に所属している

ものであります。

 

(2）提出会社の状況

 平成21年12月31日現在

従業員数（人） 平均年令 平均勤続年数 平均年間給与（千円）

1,349 　   39才 2ヶ月 　    12年 6ヶ月 5,809

　（注）１．従業員数は就業人員数であり、契約社員を含んでおります。

２．平均年間給与（税込み）は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 概況

  当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費や民間設備投資の低迷などから引き続き低調に推移

しました。

　情報サービス産業におきましても、企業のＩＴ投資に対する慎重姿勢は継続し、新規ＩＴ投資を凍結す

る企業もあるなど、受注環境は極めて厳しい状況が続きました。

　このような状況下で当社グループは、ＢＰＯ／ＢＴＯサービスをはじめとして、強みを持つ特化分野で

の受注を推進するとともに、販管費節減など全社的なコスト削減に取り組んで収益の確保に努めました

が、需要減少と価格低下圧力の影響を補うには至りませんでした。

　その結果、当連結会計年度の業績は、次のとおりとなりました。

　売上高は、ＢＰＯ／ＢＴＯサービスや医薬向けの構築サービスが堅調に推移したものの、その他の分野

は概ね前年度を下回って推移しました。また、前年度の信託向け大型年金案件の反動減もあったため、前

年度比8.8％減少の398億42百万円となりました。

　損益面については、減収の影響に加え、金融向けシステム開発での不採算案件発生、および人事ＢＰＯ

サービスの一部プロジェクトにおける採算悪化などにより、売上総利益が前年度比22.3％減少の67億30

百万円となりました。その結果、営業利益は前年度比46.8％減少の17億33百万円、経常利益は前年度比

46.0％減少の18億84百万円、当期純利益は前年度比49.6％減少の9億29百万円となりました。

 

(2) 事業セグメント別の状況

<システム構築サービス>

　前年に計上した大型年金案件の反動減や金融向けの開発案件の減少等により、システム構築サービスの

当連結会計年度の売上高は、前年度比20.2％減少の167億19百万円となりました

＜システム運用管理サービス＞

　ハードウェアを含むシステムリプレース案件の計上があったものの、主要顧客向けが減少した結果、シ

ステム運用管理サービスの当連結会計年度の売上高は、前年度比4.7％減少の173億89百万円となりまし

た。 

＜ＢＰＯ／ＢＴＯサービス＞

　医薬ＢＴＯサービスが、ＣＲＯ子会社を含めて堅調に推移しました。また、人事ＢＰＯサービスの提供に

伴う人事システム再構築案件の計上が売上拡大に寄与しました。その結果、ＢＰＯ／ＢＴＯサービスの当

連結会計年度の売上高は、前年度比27.2％増加の57億33百万円となりました。

  ※ＢＰＯ：Business Process Outsourcing　

  ※ＢＴＯ：Business Transformation Outsourcing

  ※ＣＲＯ：Contract Research Organization; 医薬品開発業務受託機関

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億87百万円の収入となりました（前連結会計年度は26億66百

万円の収入）。これは主に、税金等調整前当期純利益が18億16百万円、たな卸資産の減少額が8億92百万円

あった一方、売上債権の増加額が5億34百万円、法人税等の支払額が15億24百万円あったこと等によるも

のです。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、23億円の支出となりました（前連結会計年度は10億84百万円

の支出）。これは主に、有価証券の取得による支出と売却による収入の差額で5億99百万円の収入があっ

た一方、投資有価証券の取得による支出が10億57百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出が9億73百万円、無形固定資産の取得による支出が6億49百万円あったこと等によるものです。　

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、7億5百万円の収入となりました（前連結会計年度は11億44百

万円の支出）。これは主に、長期借入れによる収入が14億円のほか、配当金の支払額が6億19百万円あった

こと等によるものです。

　

以上の結果、当連結会計年度末においては、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比8億67百万円減

少し、66億58百万円となりました。　
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成21年1月1日
至　平成21年12月31日）

前年同期比
（％）

システム構築サービス（百万円） 13,401 78.9

システム運用管理サービス（百万円） 14,277 95.4

ＢＰＯ／ＢＴＯサービス（百万円） 4,766 132.2

合計（百万円） 32,446 91.2

　（注）１．金額は制作原価で表示しております。

        ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成21年1月1日
至　平成21年12月31日）

受注高（百万円）
前年同期比
（％）

受注残高（百万円）
前年同期比
（％）

システム構築サービス（百万円） 15,824 77.3 3,202 77.3

システム運用管理サービス（百万円） 15,598 77.0 4,863 72.2

ＢＰＯ／ＢＴＯサービス（百万円） 5,340 96.5 2,973 91.8

合計（百万円） 36,763 79.5 11,039 78.2

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。　　　　

(3）販売実績

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成21年1月1日
至　平成21年12月31日）

前年同期比
（％）

システム構築サービス（百万円） 16,719 79.8

システム運用管理サービス（百万円） 17,389 95.3

ＢＰＯ／ＢＴＯサービス（百万円） 5,733 127.2

合計（百万円） 39,842 91.2

  （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりです。

相手先

　前連結会計年度

（自　平成20年1月1日
至　平成20年12月31日）

　当連結会計年度

（自　平成21年1月1日
至　平成21年12月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

アステラス製薬㈱ 5,242 12.0 5,737 14.4
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３【対処すべき課題】

当社グループは、平成20年度を初年度とする3ヵ年の中期経営戦略において、情報システムの開発や

運用だけでなく、業務機能も併せて提供するＢＰＯ（Business Process Outsourcing）やＢＴＯ

（Business Transformation Outsourcing）への進化と拡大を柱に据え、企業力の強化と事業の拡大に

取り組んでおります。

しかしながら、平成20年9月のリーマンショック以降、国内外の経済状況が激変したことから、当社グ

ループを取り巻く経営環境は、戦略策定時の想定から大きく乖離いたしました。各企業のＩＴ投資に対

する姿勢はさらに慎重さを増しており、全般的な受注環境の好転が見込まれる状況にありません。こう

した状況を勘案し、中期経営戦略最終年度である平成22年度の経営数値目標を、売上高は480億円から

400億円に、営業利益は39億円から23億円に、経常利益は40億円から24億円に、当期純利益は20億円から

12億円にそれぞれ見直すことといたしました。当産業の中長期の成長性、およびＢＰＯ／ＢＴＯサービ

スの将来性は損なわれていないと考えていることから、中期経営戦略の基本方針については変更して

おりません。

一方で、現在の厳しい経営環境に対応した収益力を確保すべく、医薬品開発支援など堅調な需要が見

込める分野での受注を推進し、併せて販管費節減など全社的なコスト低減に一層注力してまいります。

こうした短期的な収益強化策の一方、顧客企業における「ＩＴの所有から利用へ」の意識変革が、現

中期経営戦略策定時の想定以上に早く進んでいることに鑑み、ＢＰＯ／ＢＴＯサービスの提供能力拡

充への取り組みを加速してまいります。具体的には、医薬品開発支援サービスにおいては、ＣＲＯ（医

薬品開発業務受託機関）、さらにはＳＭＯ（治験施設支援機関）との連携を進め、同分野での一貫サー

ビス体制の構築を図ってまいります。また、金融分野では、特化領域である年金業務や海外系業務を中

心に、ＩＴと業務を融合したサービス提供のための体制作りに着手いたします。

加えて、顧客企業のビジネスが海外での比重を高めている状勢を踏まえ、海外ＩＴ企業との提携や協

業を推進してグローバルＩＴサポートの需要に応え、それによって当社の収益獲得機会を海外にも拡

張してまいります。

さらに、社会におけるＩＴの浸透と、その形態の加速度的進化に対応し、顧客企業におけるビジネス

のあり方も変わっていくと予想されることから、ＩＴを軸としてそうした変化を先取りする提案が行

えるよう、これまでの産学共同研究を継続しつつ、新技術や新ビジネスモデル開発のための社内体制を

強化いたします。

これらの取組みにより、お客様の持続的な成長になくてはならないサービス会社として、サービス提

供力と収益力の双方において存在感のある企業となることを目指してまいります。

 

 〔買収防衛策について〕

　当社は、特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を20％以上とすることを目的とする当社株式

の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式の買付行為

（いずれも予め当社取締役会が同意したものを除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」と

いい、大規模買付行為を為そうとする特定株主グループを「当該買付者」といいます）が一定の合理的

なルールに従って行われることにより、株主の皆様に十分な情報が提供され、不適切な買収により当社の

財務および事業の方針の決定が支配されることを防止して、企業価値の向上に資することになるとの観

点から、平成20年3月27日開催の当社第42回定時株主総会にて、濫用的企業買収への対応方針（買収防衛

策）の導入継続につき、ご承認をいただいております。

　注１：特定株主グループとは、当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を

　　　　いいます）の保有者（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項

　　　　に基づき保有者とみなされる者を含みます）または買付等（金融商品取引法第27条の2第1

　　　　項に規定する買付等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます）を行う

　　　　者とその共同保有者（金融商品取引法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第

　　　　6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます）および特別関係者（金融商品取引法第27

　　　　条の2第7項に規定する特別関係者をいいます）を意味します。

　注２：議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式から、

　　　　直近の自己株券買付状況報告書に記載された数の保有自己株式を除いた株式の議決権数としま

　　　　す。
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１．本対応方針導入の目的

　大規模買付行為に応じるか否かは、最終的には株主の皆様の御判断に委ねられるべき事項と考えます

が、そのためには買付提案に関する十分な情報やそれを評価するための相当な時間が株主の皆様に提供

される必要があると考えおります。そのように考える理由は以下のとおりであります。

　当社グループは情報化戦略の立案、システム構築、システム運用管理などのＩＴサービスを主たる事業

としており、顧客企業各々の情報システムのニーズに合致したサービスを継続的に提供しております。そ

の結果として特定の企業ならびにその属する業界において多くの業務経験を積み、特有の業務知識・ノ

ウハウを習得したことで、顧客企業から高い評価をいただき、信頼関係を継続しております。そのことこ

そが、同業他社との競争において、当社グループの重要な強みとなっており、同時に当社グループの企業

価値の源泉となっていると認識しております。したがって、各顧客企業と当社との関係性への十分な理解

なくして、当社グループの企業価値や買付提案の妥当性を判断するのは容易でない場合があります。

　そのため、大規模買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかを株主の皆様に適切に判断いた

だくためには、大規模買付者および当社取締役会の双方から、上記のような事業の背景を踏まえた今後の

経営方針、事業計画に加え、特に顧客あるいは業界という側面での営業方針・政策などについての適切か

つ十分な情報が提供されることが不可欠であります。

　また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止し、場合によっては取締役

会が株主の皆様の利益のために買付提案の改善を当該買付者に要求する、あるいは代替案を提示するた

めのルールが必要であると考えております。

　当社は、このような基本的な考え方のもとで、以下のとおり大規模買付行為に関するルール（以下「大

規模買付ルール」といいます）を設定するものであります。

２．大規模買付ルールの内容

（１）当該買付者は、大規模買付行為の実施前に取締役会に対して、株主の皆様および取締役会の判断

　　　のために十分な情報（以下「本件必要情報」といいます）を提供するものとします。その内容は

　　　以下のとおりであります。

　　①当該買付者の概要（当該買付者の事業内容、当社の事業と同種の事業についての経験等を含みま

　　　す）

　　②大規模買付行為の目的および内容

　　③当社株式の取得対価の算定根拠

　　④買付資金の存在を根拠づける資料

　　⑤当社の経営に参画した後、向こう５年間に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政　

　　　策、配当政策、資産活用策等

 本件必要情報の具体的内容は大規模買付行為の内容によって異なることもあり得るため、当該買付者は

大規模買付行為を行う前に先ず当社代表取締役宛に、当該買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏

名、国内連絡先および提案する大規模買付行為の内容を明示し、大規模買付ルールに従う旨を記載した意

向表明書を提出するものとします。

 当社は、意向表明書を受領後10営業日以内に、当該買付者から当初提供していただくべき本件必要情報

のリストを当該買付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは

不十分であると認められる場合は、十分な本件必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあ

ります。

 大規模買付行為があった事実および当社取締役会に提供された本件必要情報は、株主の皆様の判断のた

めに必要であると認められる場合は、取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を開示いた

します。

（２）取締役会は、当社の要請に基づく本件必要情報の全てを当社が受領した翌日から起算して、60日

    （買付の対価を円貨の現金のみとする公開買付による当社株式全部の買付の場合）または90日（そ

     の他の場合）以内の期間をもって、大規模買付行為を評価、検討、交渉、意見形成のために必要

     な期間（以下「取締役会検討期間」といいます）とし、当該買付者は取締役会検討期間中大規模

     買付行為を開始しないものとします。

 また、取締役会は、取締役会検討期間中、当該買付者から提供された本件必要情報を検討し、取締役会と

しての意見をとりまとめ公表いたします。

３．対応

（１）当該買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
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 もし当該買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、取締役会は、当該買付提案に対する反対意見を表

明したり、代替案を提案して株主の皆様を説得したり、その他の適法かつ相当な対応をとることがありま

すが、原則として３（２）①または３（２）②に記載した対抗措置をとりません。ただし、たとえ大規模

買付ルールが遵守されても大規模買付行為が株主の皆様の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場

合（例えば、①真に経営参加する意思がなく、株価を一時的に吊り上げて高値で転売する目的である場

合、②当社の顧客基盤その他経営資源を当該買付者に移転するなどいわゆる焦土化が目的である場合、③

経営資源の売却等によって一時的な高配当により株価を一時的に吊り上げて高値で転売する目的である

場合など）は、株主の皆様の利益を守るために、３（２）①または３(２)②に記載した対抗措置をとる場

合があります。

（２）当該買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

 当該買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、取締役会は株主の皆様の利益を守ることを目的とし

て、以下の具体的対抗策のうち、取締役会が適切と判断する措置をとることができるものとします。

なお、実際に新株予約権を発行する場合には、一定割合以上の当社の株券等を保有する特定株主グループ

に属さないことを行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設

けることがあります。

①新株予約権の無償割当て

　ア．新株予約権の割当てを受ける者および割当てる新株予約権の数

　　　　取締役会が別途定める基準日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録

　　　された株主に対し、その所有株式（ただし、当社の所有する当社普通株式を除く）1株につき1

　　　個の割合で新株予約権を割当てるものといたします。

　イ．新株予約権の目的たる株式の種類および数

　　　　新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的たる株式の数は新　

　　　株予約権1個当たり1株といたします。

　ウ．発行する新株予約権の総数

　　　　新株予約権の割当総数は、取締役会が別途定める基準日における当社の最終の発行済株式総

　　　数（ただし、当社の有する当社普通株式を除く）に相当する数とします。

　エ．新株予約権の発行価額

　　　　無償といたします。

　オ．各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額

　　　　各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1株当たり1円を下限と

　　　し時価の2分の1を上限とする金額の範囲内で取締役会が定める額といたします。

　カ．新株予約権の譲渡制限

　　　　新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものといたします。

　キ．新株予約権の行使期間等

　　　　新株予約権の行使期間、行使条件、取得条件その他必要な事項については、取締役会にて別途

　　　定めるものといたします。

②その他の対抗策

　①によることが妥当でないと判断される場合で大規模買付行為に対する対抗策を実施する場合は、会社

法その他の法律および当社定款が取締役会の権限として認める措置のうち大規模買付行為に対する対抗

策として適法かつ相当と認められる措置をとるものといたします。

（３）特別委員会の設置

　本対応方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するために、社外取

締役、社外監査役ならびに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会を設けます。

　取締役会は、３（２）①または３（２）②に記載した対抗措置をとるか否かおよび対抗措置の解除その

他重要な判断について必ず特別委員会の勧告を経るものとし、特別委員会の勧告を最大限尊重するもの

とします。また、特別委員会の招集権限は、当社代表取締役のほか、各委員も有するものとし、その招集が

確実に行われるようにします。なお、特別委員会の運営規程は下記のとおりであります。
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　『特別委員会運営規程』

（設置）

第１条　特別委員会は、取締役会の決議により設置される。

（構成）

第２条　特別委員会の委員は、3名以上とする。

２　　特別委員会は、以下各号の委員によって構成されるものとし、取締役会が委員を選任する。

（１）1名以上の社外取締役

（２）1名以上の社外監査役

（３）当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外有識者であって、当社取締役会によって指名

された者（原則として、弁護士、公認会計士等の専門家、学識者、金融商品取引に精通する者、または、企業

経営経験者、企業経営専門家等とする）。

３　　委員の追加の必要がある場合、取締役会が独自の判断で候補者を決定する他、特別委員会は取締役会

に対して候補者を推薦することができるものとし、かかる推薦があったとき、取締役会は推薦内容を検討

するものとする。

４　　取締役会は、委員の中から１名を特別委員会委員長に選任し、また、委員の中から1名を特別委員会委

員長の職務代行者に選任する。

（任期）

第３条　委員の任期は以下各号のとおりとし、重任を認めるものとする。

（１）社外取締役および社外監査役である委員

各々の取締役または監査役としての任期と同じとする。

（２）社外有識者である委員

選任後2年とする。

（役割）

第４条　特別委員会は、取締役会の要請に応じて、原則として以下各号の事項について、勧告内容を決定

し、その理由を付して取締役会に対して勧告するものとし、取締役会は、当該勧告を最大限尊重して最終

的な決定を行う。

（１）買収への対抗措置として、新株予約権の無償割当てを行うこと

（２）買収提案者との事後交渉に基づいて、新株予約権の取得、発行中止を行うこと

（３）前二号に準じる重要な事項

（４）その他、取締役会が特別委員会に勧告を求める事項

２　　特別委員会は、決定に際して、買収提案者や買収提案の内容等について十分な情報を取得するよう努

めるものとする。

３　　特別委員会は、証券会社、投資銀行、弁護士、公認会計士、その他の外部の専門家に対して、検討に必要

な専門的助言を求めることができるものとし、その費用負担は当社とする。

４　　委員は、決定を行うにあたって、当社の企業価値に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、

自己または取締役の個人的利益を図ることを目的としてはならない。

（招集）

第５条　特別委員会は、代表取締役（代表取締役に事故ある場合は取締役会が指名した取締役）および各

委員がこれを招集する。

（定足数、決議の要件、議長、オブザーバー）

第６条　特別委員会は、特別利害関係者を除く全委員の2分の1以上が出席することによって成立し、その

決議は出席した委員（特別利害関係者を除く）の過半数をもってこれを行うものとし賛否同数の場合は

委員長の判断に従う。ただし、賛否同数であって委員長が欠席の場合は職務代行者の判断に従う。

２　　特別委員会の議長は、委員長がこれを務めるものとし、委員長に事故あるときは他の委員がこれを務

める。

３　　決議の対象である買収案件に関して特別な利害関係を有する委員は、決議の議決権を有しないもの

とする。

４　　以下各号の者は、議決権を持たないオブザーバーとして特別委員会に出席できる。

（１）代表取締役（代表取締役に事故ある場合は取締役会が指名した取締役）

（２）代表取締役が出席を必要と認める者

（３）特別委員会が出席を必要と認める者

（事務局）

第７条　特別委員会には事務局を置き、経営管理部長がこれにあたる。
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（改訂）

第８条　この規程の改訂は、特別委員会の諮問を経て、取締役会がこれを行う。

（４）本対応方針の見直しおよび有効期間

　取締役会は、関係法令の整備等を踏まえ、本対応方針を随時見直すものとします。

また、本対応方針の有効期間は当社の第45回定時株主総会終結のときまでとします。

 ４．発動時に株主・投資者に与える影響等

（１）発動時に株主・投資者に与える影響

  大規模買付行為に対して対抗措置を講じることを決定した場合は、法令および証券取引所規則等に則

 って適時適切な開示を行い、また、当該買付者以外の株主、投資者に不利益を与えることのないよう

 適切な配慮をします（ただし、株主の皆様が以下（２）の手続に従うことを前提とします）。

（２）発動に伴って必要となる株主の皆様の手続

  対抗措置を講じる場合に株主の皆様は、以下の手続をとらない場合は株式持分の希釈化の不利益を受

 けます。

（新株予約権の発行の場合）

  別途公告する基準日までに名義書換を完了していただく必要があります。

　

４【事業等のリスク】

　当社グループの事業活動その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性が

あると考えられる主な事項は以下のとおりです。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識し

たうえで、発生防止及び発生した場合の適切な対処に努めてまいります。

　なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成22年3月26日）現在において、当

社グループが判断したものであります。

 

① 競争環境について

　当社グループが属する情報サービス産業においては、投資対効果に対する顧客の厳しい要請、内外の

新規参入企業の増加等によって事業環境が大きく変化してきています。それに伴って、当社グループは

日々熾烈な受注獲得競争を展開しています。

　このような厳しい受注競争が継続する状況においては、人員の不稼働による損失やプロジェクト採算

悪化を招く場合があり、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　

② 特定顧客及び特定業種への依存度について

　当社グループの売上高は、特定顧客、特定業種への依存度が高くなっています。

　特定顧客及び特定業種向け売上高比率が高いことは、当社グループの強みであり、特徴でもあります

が、特定顧客におけるＩＴ投資行動の変化や経営変動、特定業種における事業環境の急変、制度変更等

によって当社グループの経営成績や営業活動に影響を与える可能性があります。

　

③ 投資有価証券の投資先の経営成績や財政状態の悪化等に伴う影響について

　当社グループが保有している投資有価証券は、特定の取引先および資本・業務提携先の株式が過半を

占めており、投資先企業の業績や財政状態の急激な悪化等による実質価額の下落リスクが内在してい

ます。

　今後、投資先が属する業界の景気動向や経営環境の変化等によって当該株式の実質価額が著しく下落

した場合には、保有株式の減損処理の実施によって、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。

　

④ 情報セキュリティについて

　当社グループは、業務遂行上、顧客が保有する様々な機密情報を取り扱う機会が多く、慎重な対応と、

より厳格な情報管理体制の構築、徹底が求められています。

　このような機密情報に関し、万一、何らかの理由で紛失、破壊、漏洩等が生じた場合、当社グループの社

会的信用の低下あるいは失墜、損害賠償責任の発生等により、当社グループの経営成績及び財政状態、

事業活動等に影響を及ぼす可能性があります。

　

⑤ プロジェクト管理について

　一括請負契約のシステム開発では、想定以上に開発工数が超過した場合、売上原価率の悪化により当

社グループの業績が影響を受ける可能性があります。特に近年は、ビジネスの必要性に即した短納期
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化、及び技術の複雑化が進み、開発の難易度が増大してリスクが高まる傾向にあります。

　当社グループでは、全社レベルのプロジェクト管理組織を設置するなど不採算プロジェクトの発生防

止や早期発見のための対策を導入しています。しかし、これらの取り組みによっても、不採算プロジェ

クトの発生を完全には防止できない可能性があります。

　

⑥ サービス中断の可能性について

　当社グループは、システム運用管理サービス、ＢＰＯ／ＢＴＯサービスを提供しております。これらの

サービスは、システムダウンや自然災害等により、その提供が中断する可能性があります。

　このような事態を未然に防止するため、当社グループでは、ISMS認証基準の国際規格である

「ISO/IEC27001:2005」並びに「JISQ27001:2006」を取得し、それらに準拠して速やかな復旧が可能と

なるよう施策の整備を図っております。しかしながら、想定を超える災害の発生などにより当社グルー

プのサービスの提供が滞った場合、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

　

⑦ 人材の確保について

　当社の事業展開においては、専門的な情報技術や業務知識を有する優秀な人材を確保することが重要

です。しかしながら、現在の情報サービス産業では人材の獲得競争が激しく、人材の確保・育成が計画

通りに進まない可能性があります。その場合、事業推進に制約を受け、当社の事業および業績に影響を

及ぼす可能性があります。

　

⑧ 訴訟の影響について

　当社は、平成17年に実施されたＴＯＢへの応募による株式会社アイ・エックス・アイ（以下、ＩＸ

Ｉ）の株式の譲渡に関して、下記の訴訟を提起され、現在係属中です。当社は、原告主張の損害賠償金を

支払う義務はないと認識しておりますが、本件訴訟の進展によっては、当社の業績および財務状況に影

響を及ぼす可能性があります。
（１）訴訟の提起があった裁判所及び年月日

   東京地方裁判所 平成19年9月20日

（２）訴訟を提起した者

   株式会社インターネット総合研究所（東京都目黒区）

（３）訴訟の内容

・ＩＸＩの非常勤取締役を兼務していた当社役員(当時)、同じく非常勤監査役を兼務していた当社従業員、計2名の損

害賠償責任に関する使用者責任に基づく損害賠償請求

・公開買付に関する契約書の錯誤無効に基づく、不当利得の返還請求

・公開買付に関する契約書の締結に際する説明義務違反（債務不履行ないし不法行為）に基づく損害賠償請求

（４）請求金額

　 143億80百万円及び遅延損害金

　

５【経営上の重要な契約等】

　　後発事象として、下記事項がございます。なお、詳細につきましては「第5　経理の状況」の「重要な

後発事象」に記載しております。

　１．当社子会社の株式会社アームシステックス、株式会社アーム、株式会社ＣＡＣクリニットの吸収

合併の件

　２．株式会社綜合臨床ホールディングスとの資本提携の件　　

　

EDINET提出書類

株式会社シーエーシー(E05036)

有価証券報告書

 19/113



６【研究開発活動】

　当社グループは、「先進的なＩＴシーズの創出と付加価値化」を目的として、当社の技術研究グループ

を中心とする体制で進めております。当連結会計年度は特に環境知能（ＡｍＩ：Ambient 

Intelligence）の調査と保有ユビキタス技術の実応用推進、検索エンジン・サービスの拡充に向けた研

究開発に取り組みました。当社グループの研究開発は、特定のセグメントに区分できない技術調査・研究

から構成されております。当連結会計年度における研究開発費の総額は4億64百万円であり、主な研究開

発成果は以下のとおりです。 

（１） 環境知能（ＡｍＩ：Ambient　Intelligence）研究開発

　ポストユビキタスを見据えた次世代アプリケーションの基盤技術について技術調査および研究開発を

行っています。ＡｍＩは、周囲に埋め込まれた多数のセンサーを始めとするユビキタスデバイスからの

データを知的処理し状況を理解して、利用者に合わせた支援を行う技術です。当連結会計年度では、論理

推論技術及び複合イベント処理技術を活用し、ＰＣの操作情報などから利用者の行動を学習し推定する

プロトタイプシステムの構築を行いました。また、確率推論技術に関して電気通信大学と共同研究を実施

しており、大規模ベイジアンネットワークの高速構造推定に関する手法を考案し、特許共同出願を行いま

した。

（２） 保有ユビキタス技術の実応用推進

　オフィス環境におけるセンサーネットワーク技術の実用化を目指し、会議室利用状況モニタリングシス

テムを構築し社内運用をしています。当連結会計年度では、小型無線センサーデバイスの長所を生かした

活用に向けて、持ち運びを容易にしたポータブル計測システムの試作を行いました。また、有線版のセン

サーデバイスを試作し、コスト削減及びシステムの適用性拡大を図りました。

　（３） kizasi search engine研究開発

　株式会社きざしカンパニーにおいて、ブログや掲示板、ニュースなど日時情報をもつテキストをデータ

ソースとして、話題性の解析を行う『時系列共起パターン解析エンジン（kizasiサーチエンジン）』を

継続的に研究開発しています。当連結会計年度はＷｅｂデータの信頼性評価技術の研究開発を中心に話

題分析、成分解析技術の開発などを行いました。

  今後、それぞれの研究開発を継続し、実証実験および事業化の推進に取り組んでいきます。

　

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て作成しております。連結財務諸表作成にあたっては、決算日における財政状態及び経営成績に影響を与

える見積り、判断が必要になります。当社グループは、過去の実績または現在の状況下で合理的と考えら

れる前提等に基づいて一貫した見積り及び判断を行っておりますが、見積り特有の不確実性が含まれる

ため、実際の結果が異なる場合があります。

　当社グループの連結財務諸表の作成においては、以下の会計方針が重要な判断及び見積りに影響を及ぼ

すと考えております。

　なお、本文中における将来に関する記述は、有価証券報告書提出日（平成22年３月26日）現在において

当社グループが判断したものであります。

 

①繰延税金資産

　当社グループは、財務諸表と税務上の資産・負債との間に生ずる一時的な差異に係る税効果について

は、当該差異の解消時に適用される法定実効税率を使用して繰延税金資産を計上しております。各社にお

いて将来の回収可能性を十分に検討し、回収可能な金額を限度として計上しております。

②有価証券の減損処理

　当社グループは、中長期的な取引関係の維持・拡大のために、特定の非公開企業の株式を所有しており

ます。当社グループは当該株式の実質価額が著しく低下した場合、投資有価証券の評価損を計上しており

ます。また、投資先企業の急激な業績変動等により、評価損の計上が必要となる可能性があります。

③退職給付費用

　退職給付費用および債務は、年金数理計算において設定される前提条件に基づいて算出されておりま

す。前提条件には、割引率や年金資産の期待運用収益率等が含まれます。これらの前提条件の変動によっ
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て退職給付費用及び債務が変動する可能性があります。

 

(2) 経営成績の分析

①売上高

　売上高は、ＢＰＯ／ＢＴＯサービスや医薬向けのシステム構築サービスが堅調に推移したものの、その

他の分野は概ね前年度を下回って推移しました。また、前年度の信託向け大型年金案件の反動減もあった

ため、前年度比8.8％減少の398億42百万円となりました。

 

②売上原価、販売費及び一般管理費、営業利益

　売上原価は、前年度比5.5％減少の331億11百万円となり、売上原価率は83.1％（前連結会計年度

80.2％）となりました。

　販売費及び一般管理費は、前年度比7.5％減少の49億97百万円となりました。

　以上の結果、営業利益は前年度比46.8％減少の17億33百万円となり、対売上高比率は4.4％（前連結会計

年度7.5％）となりました。

③営業外損益、経常利益

　営業外収益は2億2百万円、営業外費用は52百万円となりました。

　以上の結果、経常利益は前年度比46.0％減少の18億84百万円となり、対売上高比率は4.7％（前連結会計

年度8.0％）となりました。

④特別損益、税金等調整前当期純利益

　特別利益は25百万円となりました。一方、特別損失は93百万円となりました。

　以上の結果、税金等調整前当期純利益は前年度比43.6％減少の18億16百万円となりました。

⑤法人税等、当期純利益

　法人税等（法人税等調整額控除後）は、8億44百万円となり、税金等調整前当期純利益に対する法人税等

の負担率は46.5％（前連結会計年度40.4％）となりました。

　以上の結果、当期純利益は前年度比49.6％減少の9億29百万円となりました。

 

(3)財政状態の分析

　当連結会計年度末の資産、負債および純資産の状況については以下のとおりです。当連結会計年度にお

けるキャッシュ・フローの状況については、「第２　事業の状況　1.　業績等の概要　（3）キャッシュ・フ

ローの状況」に記載のとおりであります。

 

①資産

　当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて12億90百万円増加して310億4百万円となりま

した。

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて19億34百万円減少して152億56百万円となりました。主な変動要

因としては、有価証券が20億3百万円減少したこと等が挙げられます。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて32億25百万円増加して157億48百万円となりました。主な変動要

因としては、投資有価証券が20億17百万円増加したこと等が挙げられます。
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②負債

　当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べて2億24百万円増加して112億30百万円となりまし

た。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて13億30百万円減少して52億23百万円となりました。主な変動要

因としては、未払法人税等が7億83百万円減少したこと等が挙げられます。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて15億54百万円増加して60億6百万円となりました。主な変動要因

としては、長期借入金が11億20百万円増加したこと等が挙げられます。

　

③純資産

　当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べて10億65百万円増加して197億73百万円となり

ました。主な変動要因としては、利益剰余金が3億9百万円増加した他、その他有価証券評価差額金が5億46

百万円増加したこと等が挙げられます。

　なお、1株当たり純資産額は前連結会計年度末に比べて44円69銭増加して960円61銭となりました。

 

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因について

　「第２　事業の状況　4.　事業等のリスク」に記載のとおりであります。

 

(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

　「第２　事業の状況　3.　対処すべき課題」に記載のとおりであります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度において実施した設備投資の総額は749百万円で、その主なものは自社利用目的のソフトウエア購入及び

オフィス開設費用、本社研修室新設等であります。

　

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は以下のとおりです。

　

(1）提出会社

 平成21年12月31日現在

事業所名
（所在地）

事業の種類別
セグメント名称

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
（人）

土地 建物
及び
構築物
(百万円)

有形
固定資産
その他
(百万円)

リース
資産
(百万円)

ソフト
ウエア
(百万円)

合計
(百万円)面積

(㎡)
金額
(百万円)

本社

(東京都中央区)

統括・管理、

システム構築

サービス、

システム運用管

理サービス 、

ＢＰＯ／ＢＴＯ

サービス

事務室設備

電気設備
－ － 236   20　 10 1,0371,3041,307

新川事業所

(東京都中央区)

システム運用

管理サービス
電算室設備 － － 15 0 －　 －　 15 23

西台事業所

(東京都板橋区)

システム運用

管理サービス
電算室設備 － － 16 0 － － 17 65

江東事業所

(東京都江東区)

システム運用

管理サービス
電算室設備 － － 5 － 126 － 137 18

つくば事業所

(茨城県つくば市)

システム運用

管理サービス
電算室設備 － － 0 － － － 0 1

（注）1.有形固定資産その他の内訳は、器具および備品であります。

2.上記の金額については、消費税等は含まれておりません。

3.主要な設備のうち、建物については賃借をしております。年間賃借料は1,333百万円であります。

4.上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、以下のとおりであります。

会社名
（所在地）

事業の種類別
セグメントの名称

設備の内容
年間リース料
（百万円）

リース契約残高
（百万円）

本社　

（東京都中央区）

統括・管理、システム構築サービ

ス、システム運用管理サービス 、

ＢＰＯ／ＢＴＯサービス　

電算機設備 　　　　　  260　　　 　　　　　　293　　　
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(2)国内子会社

 平成21年12月31日現在

会社名
（所在地）

事業の種類別
セグメント名称

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
（人）

土地 建物
及び
構築物
(百万円)

有形
固定資産
その他
(百万円)

リース
資産
(百万円)

ソフト
ウエア
(百万円)

合計
(百万円)面積

(㎡)
金額
(百万円)

株式会社アークシ

ステム

（東京都中央区）

システム運用

管理サービス
事務室設備 － － 8 15 －　 15 39 163

株式会社シーエー

シーナレッジ

（東京都中央区）

システム構築

サービス、シス

テム運用管理

サービス

厚生施設 19.37 58 9 4 －　 21 93 71

株式会社ＣＡＣオ

ルビス

（大阪市西区）

システム構築

サービス、シス

テム運用管理

サービス

電算機設備 － － 2 3 52 40 46 90

株式会社ＣＡＣマ

ルハニチロシステ

ムズ

（東京都中央区）

システム運用

管理サービス
電算機設備 － － 46 36 39 79 162 68

株式会社ハイテッ

クシステムズ

（山口県下関市）

システム運用

管理サービス
事務室設備 1,818.5973 2 0 －　 0 75 37

株式会社アームシ

ステックス

（大阪市中央区）

ＢＰＯ／ＢＴＯ

サービス
事務室設備 － － 8 9 － 3 22 10

株式会社アーム

（大阪市中央区）

ＢＰＯ／ＢＴＯ

サービス
電算機設備 － － － 0 －　 － 0 34

株式会社きざしカ

ンパニー

 （東京都中央区）

システム構築

サービス
事務室設備 －　 － － － － － 0 16

株式会社ＣＡＣク

リニット

 （東京都中央区）

　

ＢＰＯ／ＢＴＯ

サービス
事務室設備 － － － 0 － － 0 27

株式会社クリニカ

ルトラスト

 （東京都港区）　

ＢＰＯ／ＢＴＯ

サービス
厚生施設 37.83 82 45 6 － － 135 75　

（注）1.有形固定資産その他の内訳は、器具および備品であります。　

2.上記の金額については、消費税等は含まれておりません。

3.主要な設備のうち、株式会社シーエーシーナレッジおよび株式会社クリニカルトラストの厚生施設を除

く建物については賃借をしております。年間賃借料は295万円であります。

4.上記の他、連結会社以外から賃借している設備の内容は、以下のとおりであります。

会社名
（所在地）

事業の種類別
セグメントの名称

設備の内容
年間リース料
（百万円）

リース契約残高
（百万円）

株式会社シーエーシー

ナレッジ

（東京都中央区）

システム構築サービス、

システム運用管理サー

ビス

電算機設備 0 －　

株式会社ＣＡＣオルビ

ス

（大阪市西区）

システム構築サービス、

システム運用管理サー

ビス

電算機設備 101 71　

株式会社ＣＡＣマルハ

ニチロシステムズ

（東京都中央区）

システム運用管理

サービス
電算機設備 230 207　

株式会社アームシス

テックス

（大阪市中央区）

ＢＰＯ／ＢＴＯ

サービス
電算機設備 2 2　

株式会社クリニカルト

ラスト

（東京都港区）

ＢＰＯ／ＢＴＯ

サービス
電算機設備 0 1　
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(3)在外子会社

 平成21年12月31日現在

会社名
（所在地）

事業の種類別
セグメント名称

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
（人）

土地 建物
及び
構築物
(百万円)

有形
固定資産
その他
(百万円)

ソフトウ
エア
(百万円)

合計
(百万円)面積

(㎡)
金額
(百万円)

CAC AMERICA

CORPORATION

(米国ニューヨーク

州)

システム構築

サービス

システム運用

管理サービス

什器備品 － － －　 1 － 1 26

希亜思(上海)信息

技術有限公司

(中国上海市)

システム構築

サービス 
什器備品 － － 4 12 － 16 64

高達計算機技術(蘇

州)有限公司

(中国江蘇省蘇州

市)

システム構築

サービス
事務室設備 － － 20 7 5 32 95

（注）1.有形固定資産その他の内訳は、器具および備品であります。

2.上記の金額については、消費税等は含まれておりません。

3.主要な設備のうち、高達計算機技術（蘇州）有限公司の事務室設備を除く建物については賃借をしてお

ります。年間賃借料は47百万円であります。

　

３【設備の新設、除却等の計画】

  当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

設備計画は原則的に連結会社が個別に策定していますが、計画策定に当たってはグループ会議において提出会社を中

心に調整を図っております。

  なお、平成21年12月31日現在における重要な設備の新設、改修計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 86,284,000

計 86,284,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成21年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年３月26日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 21,541,400 21,541,400
　 東京証券取引所

　 市場第一部
単元株式数100株

計 21,541,400 21,541,400 － －
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（２）【新株予約権等の状況】

　会社法第361条第1項の規定に基づき、社外取締役を除く当社取締役に対し、報酬として付与した、ストックオプ
ションとしての新株予約権は、次のとおりであります。また、新株予約権を交付した時点では従業員であった者１名
が、当事業年度において監査役に就任しております。それに伴い、当該監査役へ交付した新株予約権50個についても
本役員欄へ記載しております。
   平成20年3月27日定時株主総会決議

 
事業年度末現在

（平成21年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成22年2月28日）

新株予約権の数（個） 1,200 1,250
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －
新株予約権の目的となる株式の種類 　普通株式 同左
新株予約権の目的となる株式の数（株） 120,000 125,000
新株予約権の行使時の払込金額（円） 261 同左　

新株予約権の行使期間
自　平成23年4月1日
至　平成26年3月31日

同左　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格
資本組入額

1,361
681

同左　

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約
権の行使時において、当社ま
たは当社の関係会社の取締
役、監査役または従業員であ
ることを要する。ただし、対象
者が以下の各号に該当する場
合はこの限りでない。
ⅰ．当社または当社の関係会
社の取締役を任期満了により
退任した場合
ⅱ．当社または当社の関係会
社の監査役を任期満了により
退任した場合
ⅲ．当社または当社の関係会
社の従業員を定年により退職
した場合
② 新株予約権者の相続人に
よる新株予約権の行使は認め
られないものとする。
③ 新株予約権者は、当社第45
期（平成22年12月期）の確定
した連結損益計算書におい
て、中期経営計画の目標であ
る経常利益が40億円以上（以
下「目標値」という）となっ
た場合に限り、新株予約権を
行使できる。ただし、経営環境
の急激な変化等により中期経
営計画に変更が生じた場合
は、その限りにおいて目標値
は株主総会決議により変更さ
れるものとする。
④ その他の条件については、
取締役会決議に基づき当社と
新株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」に
定めるところによる。
⑤新株予約権の譲渡について
は、当社取締役会の承認を要
するものとする。

同左　

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。

同左　

代用払込みに関する事項 －　 －　
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －　 －　
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　会社法第236条および第238条の規定に基づき、当社従業員52名に対し、報酬として付与した、ストックオプション
としての新株予約権は、次のとおりであります。なお、新株予約権を交付した時点では従業員であった者1名が、当事
業年度において監査役に就任しております。それに伴い、当該監査役へ交付した新株予約権50個については前記役
員欄へ記載しております。
   平成20年3月27日取締役会決議

 
事業年度末現在

（平成21年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成22年２月28日）

新株予約権の数（個） 1,230 1,180
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －
新株予約権の目的となる株式の種類 　普通株式   同左　
新株予約権の目的となる株式の数（株） 123,000 118,000
新株予約権の行使時の払込金額（円） － －

新株予約権の行使期間
自　平成23年4月1日
至　平成26年3月31日

　同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の　
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格
資本組入額

1,100
550

　同左

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約
権の行使時において、当社ま
たは当社の関係会社の取締
役、監査役または従業員であ
ることを要する。ただし、対象
者が以下の各号に該当する場
合はこの限りでない。
  ⅰ．当社または当社の関係
会社の取締役を任期満了によ
り退任した場合
  ⅱ．当社または当社の関係
会社の監査役を任期満了によ
り退任した場合
  ⅲ．当社または当社の関係
会社の従業員を定年により退
職した場合
② 新株予約権者の相続人に
よる新株予約権の行使は認め
られないものとする。
③ 新株予約権者は、当社第45
期（平成22年12月期）の確定
した連結損益計算書におい
て、中期経営計画の目標であ
る経常利益が40億円以上（以
下「目標値」という）となっ
た場合に限り、新株予約権を
行使できる。ただし、経営環境
の急激な変化等により中期経
営計画に変更が生じた場合
は、その限りにおいて目標値
は株主総会決議により変更さ
れるものとする。
④ その他の条件については、
取締役会決議に基づき当社と
新株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」に
定めるところによる。
　

同左　

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。

同左　

代用払込みに関する事項 －　 －　
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －　 －　
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　適用はありません。
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（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（百万円）

資本金
残高

（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成17年12月31日

（注）１
443,60022,087,400 153 3,544 153 3,796

平成18年12月31日

（注）２
149,40022,236,800 51 3,596 51 3,848

平成19年12月31日 

（注）３
304,60022,541,400 105 3,702 105 3,953

平成20年2月29日 

（注）４
△1,000,00021,541,400 － 3,702 － 3,953

（注）１．旧商法第280条ノ20及び同第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の権利行使（平成17年1月1日～平成17年　

　　　　　12月31日）による増加

２．旧商法第280条ノ20及び同第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の権利行使（平成18年1月1日～平成18年

12月31日）による増加

３．旧商法第280条ノ20及び同第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の権利行使（平成19年1月1日～平成19年

12月31日）による増加

４. 自己株式の消却による減少

 

（６）【所有者別状況】

 平成21年12月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未満
株式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 30 24 36 77 2 3,808 3,977 －

所有株式数

（単元）
－ 49,880 1,140 70,65424,114 96 69,516215,400 1,400

所有株式数の

割合（％）
－ 23.15 0.52 32.80 11.19 0.04 32.27 100 －

　（注）１．自己株式1,543,882株は「個人その他」に15,438単元及び「単元未満株の状況」に82株を含めて記載してお

ります。

２．「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が12単元含まれております。
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（７）【大株主の状況】

 平成21年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社小学館 東京都千代田区一ツ橋2丁目3番1号 3,512 16.30

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社(信託口）
東京都中央区晴海1丁目8-11 2,172 10.08

アステラス製薬株式会社 東京都中央区日本橋本町2丁目3番11号 1,640 7.61

キリンビジネスシステム株式会社
東京都渋谷区南平台町16-28　グラスシ

ティ渋谷
1,040 4.82

ＣＡＣ社員持株会 東京都中央区日本橋箱崎町24-1 732 3.40

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社(信託口）
東京都港区浜松町2丁目11番3号 494 2.29

株式会社三井住友銀行  東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 484 2.24

ザ　チェース　マンハッタン　バンク　

エヌエイ　ロンドン　エス　エル　オム

ニバス　アカウント

（常任代理人　株式会社みずほコーポ

レート銀行決済営業部）

Woolgate House,Coleman Street

 London EC2P 2HD,England (東京都中

央区月島4丁目16-13）

462 2.14

野村信託銀行株式会社（信託口） 東京都千代田区大手町2丁目2-2 408 1.89

東洋ゴム工業株式会社 大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 289 1.34

計 － 11,236 52.16

　（注）１．上記のほか、自己株式が1,543千株あります。

 　　　 ２．上記信託銀行の所有株式のすべては、信託業務に係るものであります。

　　　　３．ゴールドマン・サックス証券株式会社及びその共同保有者４社から、報告義務発生日を平成21年4月30日として

平成21年5月11日付で提出された大量保有報告書の写しの送付があり、同日現在でそれぞれ以下のとおり株式

を保有している旨の報告を受けております。実質保有状況を把握できないため、上記大株主の状況に含めてお

りません。 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

ゴールドマン・サックス

証券株式会社
東京都港区六本木六丁目10-1 株式　131,300 0.61

Goldman Sachs

International

Peterborough Court,133 Fleet

Street,London EC4A 2BB UK
株式　　　　- -

Goldman Sachs Asset

Management,L.P.

32 Old Slip,New York,New York

10005 U.S.A.
株式　324,300 1.51

Goldman Sachs & Co.
85 Broad Street,New York,New

York 10004 U.S.A.
株式　　　200 0.00

ゴールドマン・サックス

・アセット・マネジメン

ト株式会社

東京都港区六本木六丁目10-1 株式　381,200 1.77

計  － 株式  837,000　 3.89
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）  普通株式　　1,543,800 － －

完全議決権株式（その他）  普通株式　 19,996,200 199,962 －

単元未満株式                  1,400　 － －

発行済株式総数             21,541,400 － －

総株主の議決権 － 199,962 －

　（注）完全議決権株式（その他）には、証券保管振替機構名義株式が1,200 株（議決権の数12個）が含まれております。

②【自己株式等】

 平成21年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社

シーエーシー

東京都中央区

日本橋箱崎町24番

１号

1,543,800 － 1,543,800 7.16　

計 － 1,543,800 － 1,543,800 7.16
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（９）【ストックオプション制度の内容】

（平成20年３月27日定時株主総会決議）

会社法第361条第１項の規定に基づき、社外取締役を除く当社取締役に対し、報酬として、ストックオプションと

しての新株予約権を付与することを、平成20年3月27日開催の第42回定時株主総会において決議したものであり

ます。

決議年月日 平成20年3月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 社外取締役を除く取締役6名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 　同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　同上

新株予約権の行使期間 　同上

新株予約権の行使の条件 　同上

新株予約権の譲渡に関する事項 　同上

代用払込みに関する事項 　同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　同上

（平成20年3月27日取締役会決議）

会社法第236条および第238条ならびに第239条の規定に基づき、当社従業員52名に対し、報酬として、ストックオ

プションとしての新株予約権を付与することを、平成20年3月27日開催の取締役会において決議したものであり

ます。

決議年月日 平成20年3月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員52名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（２）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 　同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　同上

新株予約権の行使期間 　同上

新株予約権の行使の条件 　同上

新株予約権の譲渡に関する事項 　同上

代用払込みに関する事項 　同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　同上
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　普通株式

（１）【株主総会決議による取得の状況】

     該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

     該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

     該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 1,543,882 － 1,543,882 －
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３【配当政策】

　当社は、株主の皆様に対する利益の還元を資本政策上の重要な施策の一つとして位置付けておりま

す。

　将来における企業成長と経営環境の変化に対応するため、必要な内部留保資金を確保しつつ、株主の

皆様への利益還元を安定的かつ継続的に行うことを基本方針とし、剰余金の配当等を実施しておりま

す。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰

余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり32円の配当（うち中間配当16円）を

実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向59.03％となりました。

　当社は、「取締役会決議により、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定

款に定めております。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（百万円）

1株当たり配当額
（円）

平成21年8月5日

取締役会決議
319 16

平成22年3月25日

定時株主総会決議
319 16

　

４【株価の推移】

（１）【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期
決算年月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月 平成20年12月 平成21年12月

最高（円） 1,526 1,614 1,058 1,220 815

最低（円） 761 933 530 550 510

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

（２）【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別 平成21年7月 8月 9月 10月 11月 12月

最高（円） 722 788 734 717 643 698

最低（円） 690 690 689 622 590 617

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株）

代表取締役

社長
 島田　俊夫 昭和32年6月4日生

平成4年8月 日揮情報システム株式会社入社

平成9年11月当社入社

平成10年1月当社企業力強化本部経営企画部長

平成12年3月当社執行役員経営企画部長

平成14年3月当社取締役経営企画本部長

平成15年7月当社常務取締役経営統括本部長

平成16年3月当社代表取締役社長（現任）

 (注）３ 12

取締役

常務執行役員

経営統括本部

長兼グローバ

ル推進本部長

兼人事戦略本

部担当兼品質

保証部担当

酒匂　明彦 昭和35年6月15日生

昭和58年4月株式会社コンピュータアプリケー

ションズ（現株式会社シーエー

シー）入社

平成11年4月当社金融システム第一事業部長

平成12年3月当社執行役員SI事業本部金融システ

ム第一事業部長

平成17年3月CAC AMERICA CORPORATION取締役会

長（現任）

平成18年3月CAC EUROPE LIMITED取締役会長(現

任）

平成20年1月当社取締役兼執行役員経営企画本部

長

平成20年3月当社取締役兼常務執行役員経営企画

本部長

平成20年3月CAC PACIFIC CORPORATION取締役会

長（現任） 

平成21年9月当社取締役兼常務執行役員経営統括

本部長兼グローバル推進本部長兼人

事戦略本部担当

平成22年1月　当社取締役兼常務執行役員

経営統括本部長兼グローバル推進本

部長兼人事戦略本部担当兼品質保証

部担当

 (注）３ 7

取締役

常務執行役員

食品・産業ビ

ジネスユニッ

ト長兼医薬シ

ステムユニッ

ト担当兼AMO

ユニット兼イ

ンフラサービ

ス部担当兼

HCS部担当

松村　晶信 昭和31年3月5日生

平成11年6月株式会社リクルートイサイズトラベ

ル代表取締役社長

平成12年10月当社入社

平成13年1月当社COE統括本部インターネットビ

ジネス推進本部長

平成13年4月当社執行役員COE統括本部インター

ネットビジネス推進本部長

平成17年3月当社取締役兼執行役員アウトソーシ

ングビジネスユニット長

平成20年1月当社取締役兼執行役員医薬BTOユ

ニット長兼食品・産業ビジネスユ

ニット長

平成20年3月当社取締役兼常務執行役員医薬

BTOユニット長兼食品・産業ビジネ

スユニット長

平成21年4月当社取締役兼常務執行役員医薬

BTOユニット長兼AMOユニット長兼食

品・産業ビジネスユニット担当兼

HCSセンター担当

 平成22年1月　当社取締役兼常務執行役員

　　　　　　　食品・産業ビジネスユニット長兼

　　　　　　　医薬システムユニット担当兼

　　　　　　　AMOユニット担当兼インフラサービ

　　　　　　　ス部担当兼HCS部担当

 (注）３ 3
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株）

取締役

執行役員　

医薬BTOユ

ニット長

髙橋　久 昭和32年3月31日生

昭和54年4月株式会社コンピュータアプリケー

ションズ（現株式会社シーエー

シー）入社

平成9年1月 当社NSM本部NSM事業推進部長

平成12年3月当社執行役員SI事業本部SI推進本部

副本部長

平成16年3月当社取締役兼執行役員R＆Dシステム

ビジネスユニット長

平成17年7月当社取締役兼執行役員医薬・食品シ

ステムビジネスユニット長

平成19年3月株式会社CACクリニット代表取締役

社長（現任） 

平成20年3月株式会社アームシステックス代表取

締役社長（現任）

平成20年3月株式会社アーム代表取締役社長（現

任）

平成21年4月当社取締役兼執行役員医薬受託業務

担当

平成22年1月当社取締役兼執行役員医薬BTOユ

ニット長

 (注）３ 16

取締役 　 萩原　高行 昭和35年1月13日生

昭和59年4月株式会社コンピュータアプリケー

ションズ（現株式会社シーエー

シー）入社

平成6年11月当社産業システム事業部ITインテグ

レーション推進室長

平成12年3月当社執行役員COE統括本部インター

ネットビジネス推進本部長

平成16年3月当社取締役兼執行役員生産品質強化

本部長

平成20年1月当社取締役兼執行役員医薬BTOユ

ニット上席副ユニット長

平成20年3月当社取締役兼執行役員医薬BTOユ

ニット上席副ユニット長兼技術プロ

ダクツセンター長

平成21年3月当社取締役医薬BTOユニット上席副

ユニット長兼技術プロダクツセン

ター長

平成21年3月CAC AMERICA CORPORATION取締役社

長（現任）

 (注）３ 12

取締役

 

執行役員

金融ビジネス

ユニット長

高橋　健一 昭和31年6月3日生 

昭和52年4月株式会社コンピュータアプリケー

ションズ（現株式会社シーエー

シー）入社

平成17年1月 当社信託・証券システムビジネスユ

ニット長 

平成17年3月当社執行役員信託・証券システムビ

ジネスユニット長 

平成19年3月当社取締役兼執行役員金融ビジネス

ユニット長

平成20年3月希亜思（上海）信息技術有限公司董

事長（現任）

平成20年3月高達計算機技術（蘇州）有限公司董

事長（現任）

平成21年4月当社取締役兼執行役員金融ビジネス

ユニット長兼金融ビジネスユニット

企画オフィス長兼オフショア担当

平成22年1月当社取締役兼執行役員金融ビジネス

ユニット長

 (注）３ 7

取締役  花田　光世 昭和23年8月8日生

昭和49年8月南カリフォルニア大学　　

Laboratory for Organizational 

Research and Education 研究員 

昭和52年9月カリフォルニア州立大学ロサンゼル

ス分校社会学部講師

昭和61年4月産業能率大学教授

平成2年3月 慶應義塾大学総合政策学部教授(現

任）

平成17年3月当社取締役(現任）

 (注）３ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（千株）

取締役  松島　茂 昭和24年10月31日生 

昭和48年4月通商産業省（現経済産業省）入省

平成2年4月 在ドイツ日本国大使館参事官 

平成5年6月 通商政策局南東アジア大洋州課長 

平成10年6月工業技術院技術審議官 

平成11年9月中部通商産業局長 

平成13年4月法政大学経営学部教授 

平成19年3月当社取締役(現任）

平成20年4月東京理科大学専門職大学院総合科学

技術経営研究科教授(現任）

 (注）３ －

常勤監査役  岡元　博 昭和23年1月5日生

平成5年8月 日本システムサービス株式会社入社

平成6年7月 合併により当社第二システム部長

平成8年3月 当社取締役産業システム事業部副事

業部長

平成13年1月当社取締役産業システム事業本部長

 

平成16年1月当社取締役産業システムビジネスユ

ニット長 

平成16年3月当社取締役兼常務執行役員産業シス

テムビジネスユニット長兼西日本支

社担当 

平成17年1月当社取締役兼常務執行役員産業シス

テムビジネスユニット担当兼食品ビ

ジネスユニット担当兼西日本支社担

当 

平成17年3月 当社常勤監査役（現任）

 (注）４ 60

常勤監査役  木野戸　裕　 昭和24年6月25日生　

昭和48年4月麒麟麦酒株式会社入社　

平成8年9月　株式会社キリンビバレッジ情報シス

テム部長　

平成11年3月　株式会社キリンビジネスシステム代

表取締役社長　

平成15年3月キリンビール株式会社情報企画部長

　

平成18年10月当社入社　

平成19年1月当社執行役員ビジネス支援本部長

平成21年1月当社執行役員内部統制推進部担当

平成21年3月当社常勤監査役（現任）

 (注）４　 1

監査役  藤谷　護人 昭和26年12月9日生

昭和54年4月東京都千代田区役所入所

平成4年4月 弁護士開業

平成6年11月藤谷護人法律事務所（現弁護士法人

エルティ総合法律事務所）開設

平成10年3月当社監査役（現任）

平成14年4月弁護士法人エルティ総合法律事務所

　所長弁護士（現任）

 (注）４ －

監査役  大澤　敏男 昭和21年4月3日生

昭和44年4月山之内製薬株式会社入社

平成16年6月同社執行役員グループ戦略企画部長

兼合併準備委員会総括事務局リー

ダー

平成17年6月アステラス製薬株式会社常務執行役

員経営管理本部長

平成21年3月当社監査役（現任）

 (注）４ －

計  118

　（注) １.取締役花田光世と松島茂は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

 　     ２.監査役藤谷護人と大澤敏男は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

  　    ３.各取締役は平成22年3月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間

  　    ４.各監査役は平成21年3月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

　

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

 当社グループの経営理念の根幹は「お客様の持続的成長になくてはならないサービス会社」であります。この理念の実

現に向けて、成長への基礎を固め、収益向上にグループの力を結集します。「お客様の信頼を勝ち得ること」、「市場の変

化を先取りすること」、「社員ひとりひとりの活力を高めること」を基本方針とし、ステークホルダーの満足度を最大限

に高める経営を進めてまいります。この基本方針のもと、充実したコーポレート・ガバナンスが機能する体制を構築して

おります。

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

 1)経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

①会社の機関の内容

 取締役会は、迅速且つ的確な経営判断を可能とするため、当事業年度末現在取締役8名で構成され、内2名は社外取締役で

あります。毎月1回定期に、必要に応じて臨時に開催され、重要事項はすべて付議され、業務執行状況についても随時報告さ

れております。

 当社は監査役会設置会社であります。監査役は常勤が2名、非常勤の社外監査役が2名であります。社外監査役の内1名は弁

護士であります。取締役会及び最高経営会議・執行会議にも積極的に参加し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制

となっております。また、監査役会は毎月1回定期的に、必要に応じて臨時に開催され、取締役会の意思決定の適正性・妥当

性を確保するための協議を行っております。
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②監査役監査、内部監査および会計監査の状況

　監査役監査の実効性を支えるため、取締役以下補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けない専属のスタッフ1

名を配置しております。さらに、社長直轄の組織として内部監査室(専任スタッフ3名、兼務スタッフ1名）を設置し、監査役

および会計監査人と連携をとりながら、効率的な内部監査を実施しております。また、法務コンプライアンスグループにお

いては、企業倫理・法令違反等の問題の発生に関する窓口を設け、これを未然に防止しております。

　会計監査人による監査は、当社と会社法監査および金融商品取引法監査について監査契約を締結している太陽ＡＳＧ有

限責任監査法人が監査業務を実施しております。なお、当期において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係

る補助者の構成については以下のとおりです。

 　　・監査業務を実施した公認会計士の氏名

 　　　　指定有限責任社員　業務執行社員　：　野辺地勉

　　　 　指定有限責任社員　業務執行社員　：　大村茂

　　　　 指定有限責任社員　業務執行社員　：　石井雅也　

 　　・監査業務に係る補助者の構成

 　　　　公認会計士3名、その他6名

③内部統制システムの整備状況

　コンプライアンス（法令遵守）については、弁護士、公認会計士等の社外の専門家と密接な関係を保ちつつ、経営に法的

なコントロール機能が働く体制となっております。　

　また、法務コンプライアンスグループを中心として、当社のコンプライアンスの規準である「コンプライアンスマニュア

ル」を全従業員に徹底し、法令違反の未然防止に努めております。また、違反や損失を招く危険性のある事象が発見された

場合の社内通報制度を設け、業務執行の適正性をサポートする体制を整備しております。

　リスクの管理についての基本方針として「事業リスクマネジメント要綱」を制定し、基本理念及び行動指針、管理すべき

リスク、推進体制を明確に定めております。さらに、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制システ

ムの整備・運用の基本方針」を制定し、体制の整備・充実に努めております。

　なお、当社は反社会的勢力排除へ向けた基本的な考え方として、社会の秩序や安全に脅威を与える勢力又は団体とは一切

関係を持たず、さらにこれらの勢力や団体からの要求を断固拒否し、これらとの関わりのある企業、団体、個人とはいかな

る取引も行わないことを基本方針とします。当社は従来より内部統制推進部を中心として、総務部門、法務部門との連携に

より、情報の管理、警察等の外部機関や団体との信頼関係の構築に努めてきており、引き続き反社会的勢力排除のための体

制整備の強化を推進してまいります。

④取締役の定数および取締役選任決議要件

　取締役については、取締役の定数を12名以内と定款に定めています。また、取締役の選任決議については、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨、またその決

議は累積投票によらない旨を定款に定めています。なお、取締役の解任については、会社法と異なる別段の定めはありませ

ん。

⑤自己株式の取得

　当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得できる旨を定款に定めておりま

す。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得す

ることを目的とするものであります。

⑥中間配当

　当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日

を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

⑦株主総会の特別決議要件 

　当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の

3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会にお

ける特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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 2)会社と社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

　社外監査役藤谷護人が所長弁護士である弁護士法人エルティ綜合法律事務所に対し、本事業年度において1件外部監査を

依頼しております。その他、当社と社外取締役および社外監査役との間には、取引等の利害関係はありません。

　当社は、社外取締役及び社外監査役との間に、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を

限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過

失がないときに限られます。

 3)役員報酬

　当社の当事業年度に係る取締役8名に対する報酬の総額は96百万円であり、うち、社外取締役2名に対する報酬の総額は9

百万円であります。同じく、監査役6名に対する報酬の総額は40百万円であり、うち、社外監査役3名に対する報酬の総額は9

百万円であります。

　(注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　　　 ２．取締役の報酬限度額は、平成18年3月30日開催の第40回定時株主総会において年額240百万　

　　　　　 円以内（ただし、使用人給与は含まない。）とご承認をいただいております。

       ３．監査役の報酬限度額は、平成9年12月11日開催の臨時株主総会において月額4百万円以内と　

　　　　　 ご承認をいただいております。

       ４．平成20年3月27日開催の第42回定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、制

　　       度廃止時の要支給額を打切り支給すること、また、贈呈の時期は、各取締役および各監査

　　　　　 役の退任時とする旨、併せてご承認をいただいております。

       ５．当事業年度に係る報酬額には、以下のものが含まれております。

　　　　（１）当事業年度に係る役員賞与の支給見込額

　　　　（２）ストックオプションによる報酬額

　　 　６．支給人員には、平成21年3月26日開催の第43回定時株主総会終結時をもって退任した監査

　　　　　役2名（うち社外監査役1名）を含んでおります。

 　

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬

（百万円）

非監査業務に

基づく報酬

（百万円）

監査証明業務に

基づく報酬

（百万円）

非監査業務に

基づく報酬

（百万円）

提出会社 － － 48 6

連結子会社 － － － －

計 － － 48 6

②【その他重要な報酬の内容】

 該当はございません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるアドバイザリー業務を委託し、対価を支払っております。

④【監査報酬の決定方針】

 監査日数、業務の特性等の要素を勘案して決定しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前連結会計年度（平成20年１月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成21年１月１日から平成21年12月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前事業年度（平成20年１月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成21年１月１日から平成21年12月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

(3) 当社の連結財務諸表及び財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載して

おりましたが、当連結会計年度及び当事業年度より百万円単位で記載することに変更しております。なお、比較を容

易にするため、前連結会計年度及び前事業年度についても百万円単位に組替え表示しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成20年１月１日から平成20年12月

31日まで）の連結財務諸表及び前事業年度（平成20年１月１日から平成20年12月31日まで）の財務諸表並びに当連

結会計年度（平成21年１月１日から平成21年12月31日まで）の連結財務諸表及び当事業年度（平成21年１月１日か

ら平成21年12月31日まで）の財務諸表について太陽ＡＳＧ有限責任監査法人の監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年12月31日)

当連結会計年度
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,816 6,354

受取手形及び売掛金 5,800 6,362

有価証券 2,622 619

たな卸資産 1,846 －

商品 － 35

仕掛品 － 921

貯蔵品 － 23

前払費用 531 477

繰延税金資産 366 207

その他 214 263

貸倒引当金 △7 △8

流動資産合計 17,191 15,256

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 798 768

減価償却累計額 △345 △350

建物及び構築物（純額） 453 417

機械装置及び運搬具 4 3

減価償却累計額 △2 △2

機械装置及び運搬具（純額） 1 1

土地 124 182

その他 411 658

減価償却累計額 △278 △367

その他（純額） 132 290

有形固定資産合計 712 891

無形固定資産

ソフトウエア 698 1,206

のれん 1,472 2,426

その他 54 86

無形固定資産合計 2,226 3,719

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 5,574

※1
 7,592

破産更生債権等 488 －

長期前払費用 186 138

差入保証金 1,204 1,205

繰延税金資産 2,290 1,956

その他 356 272

貸倒引当金 △515 △28

投資その他の資産合計 9,583 11,136

固定資産合計 12,522 15,748

資産合計 29,713 31,004
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年12月31日)

当連結会計年度
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,439 2,227

1年内返済予定の長期借入金 － ※2
 280

リース債務 － 43

未払費用 997 647

未払法人税等 1,072 288

未払消費税等 266 176

賞与引当金 325 291

その他 1,452 1,268

流動負債合計 6,553 5,223

固定負債

長期借入金 － ※2
 1,120

リース債務 － 186

退職給付引当金 4,203 4,389

役員退職慰労引当金 99 182

その他 148 128

固定負債合計 4,452 6,006

負債合計 11,005 11,230

純資産の部

株主資本

資本金 3,702 3,702

資本剰余金 3,969 3,969

利益剰余金 12,869 13,179

自己株式 △1,632 △1,632

株主資本合計 18,908 19,217

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △299 246

為替換算調整勘定 △292 △254

評価・換算差額等合計 △591 △8

新株予約権 14 36

少数株主持分 377 527

純資産合計 18,708 19,773

負債純資産合計 29,713 31,004
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②【連結損益計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 43,701 39,842

売上原価 ※2
 35,039

※2
 33,111

売上総利益 8,662 6,730

販売費及び一般管理費 ※1, ※2
 5,402

※1, ※2
 4,997

営業利益 3,260 1,733

営業外収益

受取利息 61 23

受取配当金 133 125

持分法による投資利益 5 8

その他 97 46

営業外収益合計 297 202

営業外費用

支払利息 0 4

投資事業組合運用損 22 19

コミットメントフィー 36 16

その他 6 11

営業外費用合計 66 52

経常利益 3,491 1,884

特別利益

投資有価証券売却益 46 －

貸倒引当金戻入額 － 22

その他 0 2

特別利益合計 46 25

特別損失

固定資産除却損 ※3
 12

※3
 49

投資有価証券売却損 － 7

投資有価証券評価損 249 28

事務所移転費用 11 －

瑕疵補償金 ※4
 42 －

その他 5 7

特別損失合計 321 93

税金等調整前当期純利益 3,217 1,816

法人税、住民税及び事業税 1,588 667

法人税等調整額 △287 177

法人税等合計 1,301 844

少数株主利益 71 41

当期純利益 1,844 929
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 3,702 3,702

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,702 3,702

資本剰余金

前期末残高 3,969 3,969

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,969 3,969

利益剰余金

前期末残高 12,594 12,869

当期変動額

剰余金の配当 △505 △619

当期純利益 1,844 929

自己株式の消却 △1,063 －

当期変動額合計 275 309

当期末残高 12,869 13,179

自己株式

前期末残高 △2,067 △1,632

当期変動額

自己株式の取得 △628 －

自己株式の消却 1,063 －

当期変動額合計 434 －

当期末残高 △1,632 △1,632

株主資本合計

前期末残高 18,198 18,908

当期変動額

剰余金の配当 △505 △619

当期純利益 1,844 929

自己株式の取得 △628 －

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 709 309

当期末残高 18,908 19,217
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 98 △299

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△398 546

当期変動額合計 △398 546

当期末残高 △299 246

為替換算調整勘定

前期末残高 △46 △292

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△245 37

当期変動額合計 △245 37

当期末残高 △292 △254

評価・換算差額等合計

前期末残高 52 △591

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△643 583

当期変動額合計 △643 583

当期末残高 △591 △8

新株予約権

前期末残高 － 14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14 21

当期変動額合計 14 21

当期末残高 14 36

少数株主持分

前期末残高 323 377

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 53 149

当期変動額合計 53 149

当期末残高 377 527

純資産合計

前期末残高 18,574 18,708

当期変動額

剰余金の配当 △505 △619

当期純利益 1,844 929

自己株式の取得 △628 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △575 755

当期変動額合計 133 1,065

当期末残高 18,708 19,773
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 3,217 1,816

減価償却費 260 321

のれん償却額 105 106

持分法による投資損益（△は益） △5 △8

投資有価証券評価損益（△は益） 249 28

投資事業組合運用損益（△は益） 22 19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 200 160

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △112 △19

賞与引当金の増減額（△は減少） △14 △33

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 0

株式報酬費用 14 21

受取利息及び受取配当金 △194 △148

支払利息 0 4

投資有価証券売却損益（△は益） △46 7

固定資産売却損益（△は益） △0 0

固定資産除却損 12 49

売上債権の増減額（△は増加） 994 △534

たな卸資産の増減額（△は増加） △498 892

その他の流動資産の増減額（△は増加） △204 68

仕入債務の増減額（△は減少） △354 △213

未払費用の増減額（△は減少） 156 △395

その他の流動負債の増減額（△は減少） △19 △172

差入保証金の増減額（△は増加） △59 23

その他の固定資産の増減額（△は増加） 56 60

その他の固定負債の増減額（△は減少） 82 △3

その他 0 0

小計 3,866 2,052

利息及び配当金の受取額 194 165

利息の支払額 △0 △4

法人税等の支払額 △1,393 △1,524

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,666 687
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △405 △2

定期預金の払戻による収入 600 200

有形固定資産の取得による支出 △197 △100

有形固定資産の売却による収入 1 0

無形固定資産の取得による支出 △567 △649

有価証券の取得による支出 △3,600 △2,499

有価証券の売却による収入 3,699 3,099

投資有価証券の取得による支出 △1,024 △1,057

投資有価証券の売却による収入 401 108

ゴルフ会員権の取得による支出 △18 －

投資事業組合分配金による収入 26 25

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ ※2
 △973

関係会社株式の取得による支出 － △481

関係会社株式の売却による収入 － 25

貸付金の回収による収入 0 －

その他 － 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,084 △2,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 1,400

リース債務の返済による支出 － △21

自己株式の取得による支出 △629 －

配当金の支払額 △504 △619

少数株主への配当金の支払額 △10 △53

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,144 705

現金及び現金同等物に係る換算差額 △233 39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 203 △867

現金及び現金同等物の期首残高 7,322 7,525

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 7,525

※1
 6,658
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【継続企業の前提に関する事項】

前連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21

年12月31日）

該当事項はありません。

　　

EDINET提出書類

株式会社シーエーシー(E05036)

有価証券報告書

 50/113



【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

 
前連結会計年度

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　14社

連結子会社名

㈱アークシステム

㈱シーエーシーナレッジ

㈱ＣＡＣオルビス

㈱ＣＡＣマルハニチロシステムズ

㈱ハイテックシステムズ

㈱アームシステックス

㈱アーム

㈱きざしカンパニー

㈱ＣＡＣクリニット

CAC AMERICA CORPORATION

CAC EUROPE LIMITED

CAC PACIFIC CORPORATION

希亜思（上海）信息技術有限公司

高達計算機技術（蘇州）有限公司

なお、株式会社ＣＡＣマルハシステム

ズは平成20年４月１日をもって株式会社

ＣＡＣマルハニチロシステムズに名称変

更しております。

連結子会社の数　　15社

連結子会社名

㈱アークシステム

㈱シーエーシーナレッジ

㈱ＣＡＣオルビス

㈱ＣＡＣマルハニチロシステムズ

㈱ハイテックシステムズ

㈱アームシステックス

㈱アーム

㈱きざしカンパニー

㈱ＣＡＣクリニット

㈱クリニカルトラスト

CAC AMERICA CORPORATION

CAC EUROPE LIMITED

CAC PACIFIC CORPORATION

希亜思（上海）信息技術有限公司

高達計算機技術（蘇州）有限公司

株式会社クリニカルトラストは株式を

新規に取得したことにより、当連結会計

年度より連結の範囲に含めております。　

２．持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社数　　２社

関連会社名

シーイーエヌソリューションズ㈱

㈱クロスフォース

なお、株式会社ＣＤＩソリューション

ズは株式の一部譲渡により関連会社に該

当しなくなったため、持分法の適用範囲

から除外しております。

(1) 持分法適用の関連会社数　　２社

関連会社名

シーイーエヌソリューションズ㈱

㈱ＭＩＣメディカル

株式会社ＭＩＣメディカルは株式を取

得したことにより、当連結会計年度より

持分法の適用範囲に含めております。

また、株式会社クロスフォースは株式

の譲渡により関連会社に該当しなくなっ

たため、持分法の適用範囲から除外して

おります。 

　 (2) 持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社数　　１社

関連会社名

㈱エス・シー・アイ

持分法を適用しない理由

上記の会社は、当期純損益及び利益

剰余金の額のうち持分に見合う額が、

連結純損益及び連結利益剰余金に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法の適用範

囲から除外しております。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社数　　１社

関連会社名

㈱エス・シー・アイ

持分法を適用しない理由

上記の会社は、当期純損益及び利益

剰余金の額のうち持分に見合う額が、

連結純損益及び連結利益剰余金に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法の適用範

囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。

連結子会社のうち、株式会社クリニカ

ルトラストの事業年度の末日は６月30日

であります。

連結財務諸表の作成に当たっては連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。なお、その他

の連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。
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前連結会計年度

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

ⅰ．時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

ⅰ．時価のあるもの

同左

 ⅱ．時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

ⅱ．時価のないもの

同左

 ②たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法

②たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法（収益性の低

下による簿価の切り下げの方法）

　 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び構築物　　 10年～47年

機械装置及び運搬具 ６年～15年

その他　　　　　　 ５年～20年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び構築物　　 10年～47年

機械装置及び運搬具 ６年～15年

その他　　　　　　 ５年～20年

 （追加情報）

法人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。

なお、当該変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。 

　

 ②無形固定資産

ソフトウエア

市場販売目的ソフトウエアについ

ては、見込販売数量に基づく償却額

と見込有効期間（３年以内）に基づ

く均等配分額とのいずれか大きい額

を計上する方法によっております。

また、自社利用目的ソフトウエア

については、社内における見込利用

可能期間（５年以内）に基づく定額

法によっております。

②無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウエア

同左
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前連結会計年度

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

 ―

　

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産　

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

なお、所有権移転外ファイナンス

・リース取引のうち、リース取引開

始日が平成20年12月31日以前のもの

については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によってお

ります。　

 (3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

当社及び国内子会社は、債権の貸倒

れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

当社及び国内子会社は、従業員の賞

与の支給に充てるため、支給見込額の

当連結会計年度の負担額を計上してお

ります。

②賞与引当金

同左

 ③受注損失引当金

当社及び国内子会社は、ソフトウエ

アの請負契約に基づく開発のうち、当

連結会計年度末時点で将来の損失が確

実に見込まれ、かつ、当該損失額を合理

的に見積もることが可能なものについ

ては、将来の損失に備えるため翌連結

会計年度以降に発生が見込まれる損失

額を計上しております。

③受注損失引当金

同左

 ④退職給付引当金

当社及び国内子会社は、従業員の退

職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異については、発生

年度の従業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（10年）による定額法によ

り、翌連結会計年度から損益処理する

こととしております。

過去勤務債務については、発生年度

の従業員の平均残存勤務期間内の一定

の年数（10年）による定額法により、

発生年度から損益処理することとして

おります。 

④退職給付引当金

同左
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前連結会計年度

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

 ⑤役員退職慰労引当金

連結子会社のうち一部の国内子会社

は、役員の退職により支給する退職慰

労金の支出に備えるため、内規に基づ

く当連結会計年度末要支給額を計上し

ております。

⑤役員退職慰労引当金

連結子会社のうち一部の国内子会社

は、役員の退職により支給する退職慰

労金の支出に備えるため、内規に基づ

く当連結会計年度末要支給額を計上し

ております。

 （追加情報）

当社は、役員の退職慰労金の支出に

充てるため、内規に基づく連結会計年

度末における要支給額を計上しており

ましたが、平成20年３月27日開催の株

主総会において、役員退職慰労金制度

を廃止し、制度廃止時の要支給額を打

切り支給することを決議しました。

この役員退職慰労金制度の廃止に伴

い、制度廃止時における役員退職慰労

引当金残高のうち当連結会計年度末に

おける未支給額を長期未払金として固

定負債の「その他」に含めて計上して

おります。

　

 (4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

―

　

 (5) その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式を採用しております。

(5) その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんの償却については、発生原因に

応じて、20年以内の期間にわたり均等償

却を行っております。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

（事業の種類別セグメント情報）

当連結会計年度より事業の種類別セグメント情報にお

ける事業区分を変更しております。

　

―

　

　

　

　

　

　

　

　

―

　

　

―

　

　　

　

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を当連

結会計年度から適用し、評価基準については、原価法から

原価法（収益性の低下による簿価の切り下げの方法）に

変更しております。

これによる損益及びセグメント情報に与える影響はあ

りません。

　

（リース取引に関する会計基準等）

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　企業

会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最

終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16

号）を当連結会計年度から適用し、所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理に変更しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用し

ております。

これによる損益及びセグメント情報に与える影響は軽

微であります。　
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

（連結損益計算書）

前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「コミットメントフィー」は、

当連結会計年度において営業外費用の100分の10を超え

たため、区分掲記いたしました。

なお、前連結会計年度において営業外費用の「その

他」に含めて表示しておりました「コミットメント

フィー」は16百万円であります。

　

―

　

　　

―

　

　

　

　

　

　

　

　

（連結貸借対照表）

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品」「仕掛品」「貯蔵品」

に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」の内訳は次の

とおりであります。

商品 31百万円

仕掛品 1,757百万円

貯蔵品 57百万円
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年12月31日）

当連結会計年度
（平成21年12月31日）

※１．関連会社に対する投資額は次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 53百万円

※１．関連会社に対する投資額は次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 960百万円

　 　

　２．　　　　　　　　　　― ※２．担保に供している資産

連結上消去されている関係会社株式（帳簿価額

1,461百万円）を１年内返済予定の長期借入金280百

万円及び長期借入金1,120百万円の担保に供してお

ります。

　 　

　３. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、借入金

に関するコミットメントライン契約を締結しておりま

す。当該契約における借入極度額及び未実行残高は次

のとおりであります。

　３. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、借入金

に関するコミットメントライン契約を締結しておりま

す。当該契約における借入極度額及び未実行残高は次

のとおりであります。

借入コミットメントラインの極度額 6,000百万円

借入コミットメントラインの未実行残高

 6,000百万円

借入コミットメントラインの極度額 6,000百万円

借入コミットメントラインの未実行残高

 6,000百万円

　

　

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 356百万円

給料及び手当 1,444百万円

賞与引当金繰入額 64百万円

退職給付費用 149百万円

役員退職慰労引当金繰入額 24百万円

減価償却費 30百万円

役員報酬 299百万円

給料及び手当 1,569百万円

賞与引当金繰入額 72百万円

退職給付費用 146百万円

役員退職慰労引当金繰入額 12百万円

減価償却費 44百万円

　 　

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

538百万円 464百万円

　 　

※３．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物及び構築物 10百万円

その他 2百万円

計 12百万円

建物及び構築物 44百万円

その他 4百万円

計 49百万円

　 　

※４．業務受託作業の瑕疵による、顧客企業への損害補償

金であります。

　４．　　　　　　　　　　―
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

１．発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

（株）
増加
（株）

減少
（株）

当連結会計年度末
（株）

発行済株式     

普通株式　※（注１） 22,541,400 － 1,000,00021,541,400

自己株式     

普通株式　※（注２） 1,943,844 600,038 1,000,000 1,543,882

（注）１．普通株式の発行済株式の減少の内訳は、株式の消却1,000,000株であります。

２．普通株式の自己株式の増加の内訳は、取締役会決議による取得600,000株及び単元未満株式の買取による取得

38株、減少の内訳は自己株式の消却1,000,000株であります。

 

２．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－  －  －  －  － 14

合計 －  －  －  －  － 14

　

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月27日

定時株主総会
普通株式 205 10 平成19年12月31日平成20年３月28日

平成20年８月５日

取締役会
普通株式 299 15 平成20年６月30日平成20年９月10日

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年３月26日

定時株主総会
普通株式 299 利益剰余金 15平成20年12月31日平成21年３月27日
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当連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

１．発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

（株）
増加
（株）

減少
（株）

当連結会計年度末
（株）

発行済株式     

普通株式 21,541,400 － － 21,541,400

自己株式     

普通株式 1,543,882 － － 1,543,882

　

２．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－  －  －  －  － 36

合計 －  －  －  －  － 36

　

３．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年３月26日

定時株主総会
普通株式 299 15 平成20年12月31日平成21年３月27日

平成21年８月５日

取締役会
普通株式 319 16 平成21年６月30日平成21年９月10日

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年３月25日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 319 16平成21年12月31日平成22年３月26日

 

EDINET提出書類

株式会社シーエーシー(E05036)

有価証券報告書

 59/113



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成20年12月31日現在) (平成21年12月31日現在)

現金及び預金勘定 5,816百万円

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金

△112百万円

有価証券勘定 1,822百万円

現金及び現金同等物 7,525百万円

現金及び預金勘定 6,354百万円

預金期間が３ヶ月を超える

定期預金

△15百万円

有価証券勘定 319百万円

現金及び現金同等物 6,658百万円

　 　

　２．　　　　　　　　　　― ※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

　 株式の取得により新たに株式会社クリニカルトラ

ストを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳並びに株式会社クリニカルトラスト株式の

取得価額と同社の取得による支出（純額）との関係

は次のとおりであります。

　 流動資産 746百万円

固定資産 203百万円

のれん 984百万円

流動負債 △140百万円

固定負債 △127百万円

少数株主持分　 △204百万円　

㈱クリニカルトラスト株式の

取得価額

1,461百万円

㈱クリニカルトラストの

現金及び現金同等物　

△488百万円

差引：取得による支出 973百万円

　 　

　３．　　　　　　　　　　― 　３．重要な非資金取引の内容

　 当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ248

百万円であります。
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

ⅰ．有形固定資産

主として、顧客サービス及び自社利用のための

事務用機器（工具、器具及び備品）であります。　

ⅱ．無形固定資産　

ソフトウエアであります。　

②リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

　　 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の

ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

であります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額
相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械装置及び運
搬具

65 51 14

有形固定資産そ
の他

2,109 1,224 884

ソフトウエア 474 293 180
合計 2,649 1,569 1,079

 
取得価額相
当額
（百万円）

減価償却累
計額
相当額
（百万円）

期末残高相
当額
（百万円）

機械装置及び運
搬具

10 1 8

有形固定資産そ
の他

1,692 1,246 446

ソフトウエア 303 183 119
合計 2,006 1,432 574

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 555百万円

１年超 559百万円

合　計 1,114百万円

１年内 336百万円

１年超 265百万円

合　計 601百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

支払リース料 830百万円

減価償却費相当額 780百万円

支払利息相当額 42百万円

支払リース料 595百万円

減価償却費相当額 554百万円

支払利息相当額 28百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法により算定しております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左
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前連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

未経過リース料

１年内 109百万円

１年超 501百万円

合　計 610百万円

　

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料

１年内 109百万円

１年超 392百万円

合　計 501百万円
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの　

区分 種類

前連結会計年度
（平成20年12月31日）

当連結会計年度
（平成21年12月31日）

連結貸借
対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借
対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

時価が連結

貸借対照表

計上額を

超えないもの

(1) 国債・

地方債等
－ － － 99 99 0

(2) 社債 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

合計 － － － 99 99 0

　　

２．その他有価証券で時価のあるもの

区分 種類

前連結会計年度
（平成20年12月31日）

当連結会計年度
（平成21年12月31日）

取得原価
（百万円）

連結貸借
対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借
対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照

表計上額が

取得原価を

超えるもの

(1) 株式 100 114 14 1,223 1,788 564

(2) 債券       

①　国債・

地方債等
－ － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3) その他 14 15 0 20 23 3

小計 115 130 15 1,243 1,811 568

連結貸借対照

表計上額が

取得原価を

超えないもの

(1) 株式 971 506 △464 290 195 △95

(2) 債券       

①　国債・

地方債等
－ － － － － －

②　社債 199 196 △2 － － －

③　その他 － － － － － －

(3) その他 555 429 △125 439 362 △76

小計 1,725 1,133 △592 730 558 △172

合計 1,840 1,263 △576 1,973 2,369 396

（注）前連結会計年度及び当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについてそれぞれ219百万円及び

28百万円減損処理を行っております。

なお、時価のある株式等については、原則として連結決算日の時価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄につ

いてはすべて、30％以上50％未満下落した銘柄については回復可能性があると認められるものを除き、減損処理を

行っております。
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
前連結会計年度

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

売却額（百万円） 401 203

売却益の合計額（百万円） 46 －

売却損の合計額（百万円） － 7

　

４．時価評価されていない主な有価証券の内容

区分
前連結会計年度

（平成20年12月31日）
当連結会計年度

（平成21年12月31日）
連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1) その他有価証券   

コマーシャルペーパー 799 －

マネー・マネージメント・

ファンド
23 19

信託受益権 800 200

譲渡性預金 1,000 300

非上場株式 3,687 3,687

合計 6,309 4,206

(2) 満期保有目的の債券   

社債 570 570

合計 570 570

　

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

区分

前連結会計年度
（平成20年12月31日）

当連結会計年度
（平成21年12月31日）

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

(1) 債券         

①　国債・地方債等 － － － － 100 － － －

②　社債 995 － 70 500 － － 70 500

(2) その他         

投資信託 9 － － － － － － －

合計 1,005 － 70 500 100     － 70 500

　

　

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21

年12月31日）

該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

前連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を、連結子会社５社（株式会社シーエー

シーナレッジ、株式会社ＣＡＣオルビス、株式会社ＣＡＣマルハニチロシステムズ、株式会社ハイテックシステムズ、

株式会社ＣＡＣクリニット）は、確定給付型の制度として退職一時金制度をそれぞれ設けております。連結子会社の

１社（株式会社アークシステム）は、確定拠出型企業年金制度を設けております。

また、当社及び連結子会社１社（株式会社アークシステム）は、全国情報サービス産業厚生年金基金に加入してい

ますが、当該厚生年金基金は総合設立型であるため、退職給付に係る会計基準注解12に基づき、当該厚生年金基金へ

の要拠出額を退職給付費用として処理しております。また、連結子会社５社（株式会社シーエーシーナレッジ、株式

会社ＣＡＣオルビス、株式会社ＣＡＣマルハニチロシステムズ、株式会社アームシステックス、株式会社アーム）は、

中小企業退職金共済制度に加入しております。

なお、上記の連結子会社６社は退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。

　

当連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を、連結子会社６社（株式会社シーエー

シーナレッジ、株式会社ＣＡＣオルビス、株式会社ＣＡＣマルハニチロシステムズ、株式会社ハイテックシステムズ、

株式会社ＣＡＣクリニット、株式会社クリニカルトラスト）は、確定給付型の制度として退職一時金制度をそれぞれ

設けております。連結子会社の１社（株式会社アークシステム）は、確定拠出型企業年金制度を設けております。

また、当社及び連結子会社１社（株式会社アークシステム）は、全国情報サービス産業厚生年金基金に加入してい

ますが、当該厚生年金基金は総合設立型であるため、退職給付に係る会計基準注解12に基づき、当該厚生年金基金へ

の要拠出額を退職給付費用として処理しております。また、連結子会社５社（株式会社シーエーシーナレッジ、株式

会社ＣＡＣオルビス、株式会社ＣＡＣマルハニチロシステムズ、株式会社アームシステックス、株式会社アーム）は、

中小企業退職金共済制度に加入しております。

なお、上記の連結子会社７社は退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。

　

２．退職給付債務に関する事項

項目
前連結会計年度

（平成20年12月31日）
当連結会計年度

（平成21年12月31日）

(1) 退職給付債務（百万円） △5,627 △5,853

(2) 年金資産（百万円） 1,080 1,278

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2)（百万円） △4,546 △4,574

(4) 未認識数理計算上の差異（百万円） 395 246

(5) 未認識過去勤務債務（百万円） △51 △60

(6) 連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5)

（百万円）
△4,203 △4,389

(7) 前払年金費用（百万円） － －

(8) 退職給付引当金 (6)－(7)（百万円） △4,203 △4,389
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３．退職給付費用に関する事項

項目
前連結会計年度

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

(1) 勤務費用（百万円） 392 381

(2) 利息費用（百万円） 94 87

(3) 期待運用収益（百万円） △37 △27

(4) 過去勤務債務の費用処理額（百万円） △0 △2

(5) 数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 118 106

(6) 小計 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)（百万円） 566 544

(7) 厚生年金基金要拠出額（百万円） ※（注） 325 327

(8) 退職給付費用 (6)＋(7)（百万円） 891 872

（注）厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。　

　

４．要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項

 前連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31日現在） 　

年金資産の額（百万円） 392,848

年金財政計算上の給付債務の額（百万円） 406,325

差引額（百万円）　※（注） △13,476

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（平成20年３月分掛金拠出額） 1.34％

（注）差引額の内訳は、年金財政計算上の過去勤務債務残高1,665百万円及び繰越不足金11,811百万円であります。

　

 当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成21年３月31日現在） 　

年金資産の額（百万円） 329,874

年金財政計算上の給付債務の額（百万円） 446,934

差引額（百万円）　※（注） △117,060

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合（平成21年３月分掛金拠出額） 1.31％

（注）差引額の内訳は、年金財政計算上の過去勤務債務残高1,521百万円及び繰越不足金115,538百万円であります。
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５．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 前連結会計年度
（自　平成20年１月１日
    至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
    至　平成21年12月31日）

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2) 割引率 1.7％ 1.7％

(3) 期待運用収益率 2.5％ 2.5％

(4) 過去勤務債務の処理年数 10年

（発生年度の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数による

定額法により、発生年度から損益

処理することとしております。）

10年

同左

(5) 数理計算上の差異の処理年数 10年

（発生年度の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数による

定額法により、翌連結会計年度か

ら損益処理することとしており

ます。）

10年

同左
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

１．ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費 14百万円

　

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 株式会社シーエーシー第５回－１、２新株予約権

付与対象者の区分及び人数
社外取締役を除く当社の取締役　　　　　　　　 　 6名　　　　　　　　　　

　　当社の従業員　　　　　　　　　　　　　　　　   52名

株式の種類及び付与数　※ (注)１ 普通株式　　　　　        　　　　　　　  243,000株

付与日 平成20年５月13日

権利確定条件 ※ (注)２

対象勤務期間 平成20年５月13日から平成23年３月31日まで

権利行使期間 平成23年４月１日から平成26年３月31日まで

（注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株であります。

２．新株予約権行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員である

ことを要する。ただし、対象者が以下の各号に該当する場合はこの限りでない。

ⅰ．当社又は当社の関係会社の取締役を任期満了により退任した場合

ⅱ．当社又は当社の関係会社の監査役を任期満了により退任した場合

ⅲ．当社又は当社の関係会社の従業員を定年により退職した場合

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。

③新株予約権者は、当社第45期（平成22年12月期）の確定した連結損益計算書において、中期経営計画の目標で

ある経常利益が40億円以上（以下「目標値」という）となった場合に限り、新株予約権を行使できる。ただ

し、経営環境の急激な変化等により中期経営計画に変更が生じた場合は、その限りにおいて目標値は株主総会

決議により変更されるものとする。

④その他の条件については、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契

約」に定めるところによる。

⑤新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 株式会社シーエーシー第５回－１、２新株予約権

権利確定前     

前連結会計年度末　　　（株） －

付与　　　　　　　　　（株） 243,000

失効　　　　　　　　　（株） －

権利確定　　　　　　　（株） －

未確定残　　　　　　　（株） 243,000

権利確定後     

前連結会計年度末　　　（株） －

権利確定　　　　　　　（株） －

権利行使　　　　　　　（株） －

失効　　　　　　　　　（株） －

未行使残　　　　　　　（株） －

　

②単価情報

 株式会社シーエーシー第５回－１、２新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 110,000

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） 26,100

　

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された株式会社シーエーシー第５回－１、２新株予約権についての公正な評価単価

の見積方法は以下のとおりであります。

①使用した評価技法

ブラック・ショールズ式

②主な基礎数値

 株式会社シーエーシー第５回－１、２新株予約権

株価変動性 35.964％

予想残存期間 4.382年

予想配当 2.727％

無リスク利子率 1.049％
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当連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

１．ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費 21百万円

　

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 株式会社シーエーシー第５回－１、２新株予約権

付与対象者の区分及び人数
社外取締役を除く当社の取締役　　　　　　　 　　 7名　　　　　　　　　　

　　当社の従業員　　　　　　　　　　　　　　　　   51名

株式の種類及び付与数　※ (注)１ 普通株式　　　　　        　　　　　　　  243,000株

付与日 平成20年５月13日

権利確定条件 ※ (注)２

対象勤務期間 平成20年５月13日から平成23年３月31日まで

権利行使期間 平成23年４月１日から平成26年３月31日まで

（注）１．新株予約権１個当たりの目的となる株式数は100株であります。

２．新株予約権行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員である

ことを要する。ただし、対象者が以下の各号に該当する場合はこの限りでない。

ⅰ．当社又は当社の関係会社の取締役を任期満了により退任した場合

ⅱ．当社又は当社の関係会社の監査役を任期満了により退任した場合

ⅲ．当社又は当社の関係会社の従業員を定年により退職した場合

②新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められないものとする。

③新株予約権者は、当社第45期（平成22年12月期）の確定した連結損益計算書において、中期経営計画の目標で

ある経常利益が40億円以上（以下「目標値」という）となった場合に限り、新株予約権を行使できる。ただ

し、経営環境の急激な変化等により中期経営計画に変更が生じた場合は、その限りにおいて目標値は株主総会

決議により変更されるものとする。

④その他の条件については、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契

約」に定めるところによる。

⑤新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

 株式会社シーエーシー第５回－１、２新株予約権

権利確定前　　　　　     

前連結会計年度末　　　（株） 243,000

付与　　　　　　　　　（株） －

失効　　　　　　　　　（株） －

権利確定　　　　　　　（株） －

未確定残　　　　　　　（株） 243,000

権利確定後　　　　　     

前連結会計年度末　　　（株） －

権利確定　　　　　　　（株） －

権利行使　　　　　　　（株） －

失効　　　　　　　　　（株）　 －

未行使残　　　　　　　（株） －

　

②単価情報

 株式会社シーエーシー第５回－１、２新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 110,000

行使時平均株価　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）（円） 26,100
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成20年12月31日）

当連結会計年度
（平成21年12月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 繰延税金資産   

 退職給付引当金 1,706百万円

 その他有価証券評価差額金 205百万円

 投資有価証券評価損 169百万円

 賞与引当金 132百万円

 貸倒引当金 102百万円

 未払事業税 91百万円

 仕掛品評価損 89百万円

 その他 361百万円

 繰延税金資産　小計 2,859百万円

 評価性引当額 △111百万円

 繰延税金資産　合計 2,747百万円

 繰延税金負債   

 プログラム等準備金 △43百万円

 その他 △93百万円

 繰延税金負債　合計 △136百万円

 繰延税金資産の純額 2,610百万円

　

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。

 流動資産－繰延税金資産 366百万円

 固定資産－繰延税金資産 2,290百万円

 流動負債－その他 1百万円

 固定負債－その他 44百万円

 繰延税金資産   

 退職給付引当金 1,771百万円

 投資有価証券評価損 154百万円

 賞与引当金 118百万円

 役員退職慰労引当金 64百万円

 減価償却費 59百万円

 未払事業税 33百万円

 その他 237百万円

 繰延税金資産　小計 2,438百万円

 評価性引当額 △81百万円

 繰延税金資産　合計 2,356百万円

 繰延税金負債   

　 その他有価証券評価差額金　 △169　百万円　

 プログラム等準備金 △23百万円

 その他 △36百万円

 繰延税金負債　合計 △229百万円

 繰延税金資産の純額 2,126百万円

　

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。

 流動資産－繰延税金資産 207百万円

 固定資産－繰延税金資産 1,956百万円

 流動負債－その他 5百万円

 固定負債－その他 31百万円

　 　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。

　 国内の法定実効税率 40.6％ 

 （調整）  　

 受取配当金益金不算入 △1.5％

 子会社の欠損金 2.2％

 のれん償却額 2.3％

 交際費等永久に損金に算入されない項

目
1.4％

 株式取得費用 1.4％

 投資有価証券評価損戻入 △1.4％

 その他 1.5％

 税効果会計適用後の法人税等の

負担率
46.5％
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

 

前連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

システム構築
サービス
（百万円）

システム運用
管理サービス
（百万円）

BPO／BTO
サービス
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高
      

(1) 外部顧客に対する売上高 20,94518,250 4,506 43,701 － 43,701

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － －

計 20,94518,250 4,506 43,701 － 43,701

営業費用 19,33316,839 4,267 40,441 － 40,441

営業利益 1,611 1,410 238 3,260 － 3,260

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
      

資産 6,676 6,548 2,548 15,773 13,940 29,713

減価償却費 89 122 47 260 － 260

資本的支出 230 268 266 765 － 765

　

 

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

システム構築
サービス
（百万円）

システム運用
管理サービス
（百万円）

BPO／BTO
サービス
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高　
      

(1) 外部顧客に対する売上高 16,71917,389 5,733 39,842 － 39,842

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － －

計 16,71917,389 5,733 39,842 － 39,842

営業費用 16,41016,142 5,555 38,108 － 38,108

営業利益 308 1,246 178 1,733 － 1,733

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
      

資産 6,058 6,176 6,485 18,720 12,283 31,004

減価償却費 60 171 88 321 － 321

資本的支出 232 252 263 749 － 749
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（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービスの名称

サービスの種類、性質、業務形態等の類似性により下記の事業区分に区分しております。

システム構築サービス システムコンサルティング、システム開発、システム保守、

インフラ構築、パッケージインテグレーション

システム運用管理サービス 運用コンサルティング、システム運用、アプリケーション運用、

データセンター、ヘルプデスク／コールセンター

BPO／BTOサービス ビジネスプロセス・アウトソーシング、

ビジネストランスフォーメーション・アウトソーシング

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金、有

価証券等)、長期投資資金(投資有価証券等)であります。

前連結会計年度 13,940百万円

当連結会計年度 12,283百万円

　

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21

年12月31日）

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超

えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

　

　

【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21

年12月31日）

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

　

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21

年12月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり純資産額 915 円 93 銭 960 円 61 銭

１株当たり当期純利益金額 91 円 12 銭 46 円 49 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 － －

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

当期純利益（百万円） 1,844 929

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,844 929

期中平均株式数（株） 20,240,174 19,997,518

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

平成20年３月27日開催第42回定時

株主総会決議第５回ストック・オ

プション（株式の数243,000株）

平成20年３月27日開催第42回定時

株主総会決議第５回ストック・オ

プション（株式の数243,000株）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

― （共通支配下の取引等）

当社は、平成22年１月29日開催の取締役会において、当社

の連結子会社である株式会社ＣＡＣクリニット及び株式会

社アームシステックス並びに同社の子会社である株式会社

アームと合併することを決議いたしました。

１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結

合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の概要

(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容

①株式会社ＣＡＣクリニット

事業の名称：ＣＲＯ業務

事業の内容：主として製薬企業向けの医薬品開発

のモニタリング業務

②株式会社アームシステックス

事業の名称：ソフトウエア・プロダクト開発・販

売及びシステム開発業務

事業の内容：主として製薬企業向けのソフトウエ

ア・プロダクト開発・販売及びシス

テム開発業務

③株式会社アーム

事業の名称：ＣＲＯ業務

事業の内容：主として製薬企業向けの医薬品開発

支援サービスにおけるデータマネジ

マント業務及び統計解析業務

(2) 企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併。株式会社ＣＡＣ

クリニット、株式会社アームシステックス及び株式

会社アームは解散いたします。

(3) 結合後企業の名称

株式会社シーエーシー（当社）

(4) 取引の目的を含む取引の概要

当社は、平成18年７月に株式会社アームシステッ

クス及び同社子会社の株式会社アームを子会社化

し、医薬品開発支援サービスにおけるデータマネジ

メント業務と統計解析業務の提供能力を強化いたし

ました。また、平成19年３月には株式会社メディカル

・エコロジー（現株式会社ＣＡＣクリニット）を子

会社化し、医薬品開発のモニタリング業務の提供能

力を強化いたしました。

今般、各社が提供するサービスの連携強化と効率

化を進め、今後さらに、医薬品開発支援分野での資本

・業務提携先とも協力して、同分野での一貫サービ

ス体制の構築を図るとともに、ＩＴを活用した同

サービスの進化を推進することを目的として、当社

の連結子会社である株式会社ＣＡＣクリニット及び

株式会社アームシステックス並びに同社の子会社で

ある株式会社アームと合併するものであります。
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前連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

― なお、平成22年３月25日開催の株主総会において、

本合併契約承認が決議されたため、平成22年４月１

日を合併期日とし、本合併を行うこととなりました。

２．実施する会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　最

終改正平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第10号　最終改正平成20年12月26日公表

分）に基づき、共通支配下の取引として処理いたしま

す。

　

（持分法の適用範囲の変更を伴う株式の取得）　

当社は、平成22年３月19日開催の取締役会において、株式

会社綜合臨床ホールディングスが行う第三者割当による自

己株式の処分に応じて同社株式を引き受け、同社を持分法

適用関連会社化することを決議いたしました。

１．取得の目的

当社は、平成21年12月16日に株式会社綜合臨床ホー

ルディングスと資本・業務提携契約を締結しており、

同契約に基づいて株式会社綜合臨床ホールディングス

の普通株式9,748株（発行済株式総数に対する割合

9.05％）を取得済であります。また、同契約において

は、平成22年３月までを目処として、当社が株式会社綜

合臨床ホールディングスの普通株式を、議決権数比で

10％程度、同社保有の自己株式の譲受により追加取得

することにつき基本合意しております。

この基本合意を受け、株式会社綜合臨床ホールディ

ングスの自己株式処分の引き受けにより、同社を持分

法適用関連会社化するものであります。

２．株式取得の相手会社の名称

株式会社綜合臨床ホールディングス

３．対象会社の概要

(1) 商号 株式会社綜合臨床ホールディングス

(2) 代表者 代表取締役社長　立川　憲之

(3) 本店所在地東京都新宿区西新宿二丁目４番１号

(4) 設立年月 平成元年12月

(5) 主な事業内容ＳＭＯ（治験施設支援機関）事業

(6) 決算期 ７月

(7) 資本金 1,364百万円（平成22年１月31日）

(8) 発行済株式数107,740株

４．株式取得の時期

平成22年４月５日（予定）

５．取得株式数、取得価格及び取得後の持分比率

(1) 取得株式数 11,800株

(2) 取得価格 448百万円

(3) 異動後の所有株式数及び持分21,548株（20.00％）
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前連結会計年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

― （重要な自己株式の処分）

当社は、平成22年３月19日開催の取締役会において、株式

会社綜合臨床ホールディングスを引受先として、第三者割

当による自己株式の処分を行うことを決議いたしました。

１．処分の目的及び理由

当社と株式会社綜合臨床ホールディングスは、平成

21年12月16日に、ＣＲＯ（医薬品開発業務受託機関）

とＳＭＯ（治験施設支援機関）の連携を強化するとと

もに、それらを含む臨床試験等の支援業務について両

社の業容拡大を図ることを目的として、資本・業務提

携契約を締結しております。同契約においては、株式会

社綜合臨床ホールディングスが当社普通株式を、議決

権数比3％未満の範囲で、当社の保有する自己株式の譲

受等の方法により取得することにつき、協議すること

を合意しております。

この基本合意を受け、両社の信頼関係を深化させる

ことを目的に、株式会社綜合臨床ホールディングスを

引受先として、第三者割当の方法による自己株式の処

分を行うものであります。

２．処分の概要　

(1) 処分株式数普通株式　150,000株

(2) 処分価額１株につき　　金645円

（処分総額　96百万円）

(3) 処分方法株式会社綜合臨床ホールディングスを

引受先とする第三者割当

３．処分の時期　

平成22年４月５日（予定）
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

　

　

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 － 280 1.5 －

１年以内に返済予定のリース債務 － 43 2.9 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） － 1,120 1.5
平成22年～

平成26年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － 186 2.9
平成22年～

平成27年

その他有利子負債 － － － －

合計 － 1,629 － －

（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの

返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 280 280 280 280

リース債務 62 54 42 26
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（２）【その他】

１．当連結会計年度における四半期情報

　 　
第１四半期

（自 平成21年１月１日

至 平成21年３月31日）

第２四半期

（自 平成21年４月１日

至 平成21年６月30日）

第３四半期

（自 平成21年７月１日

至 平成21年９月30日）

第４四半期　

（自 平成21年10月１日

至 平成21年12月31日）

売上高 （百万円） 10,995 9,316 8,955　　　 10,575　　　

税金等調整前

四半期純利益金額
（百万円） 592 550 367　　　 306　　　

四半期純利益金額 （百万円） 286 291 222　　　 128　　　

１株当たり

四半期純利益金額
（円） 14.33 14.57 11.15　　　 6.44　　　

　     

２．訴訟

当社は、平成17年に実施されたＴＯＢへの応募による株式会社アイ・エックス・アイ（以下、ＩＸＩ）の株式の譲

渡に関して、下記の訴訟を提起され、現在係属中です。当社は、原告主張の損害賠償金を支払う義務はないと認識して

おりますが、本件訴訟の進展によっては、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(1) 訴訟の提起があった裁判所及び年月日

東京地方裁判所 平成19年９月20日

(2) 訴訟を提起した者

株式会社インターネット総合研究所（東京都目黒区）

(3) 訴訟の内容

・ ＩＸＩの非常勤取締役を兼務していた当社役員(当時)、同じく非常勤監査役を兼務していた当社従業員、計２

名の損害賠償責任に関する使用者責任に基づく損害賠償請求

・ 公開買付に関する契約書の錯誤無効に基づく、不当利得の返還請求

・ 公開買付に関する契約書の締結に際する説明義務違反（債務不履行ないし不法行為）に基づく損害賠償請求

(4) 請求金額

14,380百万円及び遅延損害金
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,510 3,512

売掛金 4,674 5,013

有価証券 2,599 500

商品 29 29

仕掛品 1,511 825

貯蔵品 51 19

前渡金 0 －

前払費用 426 347

繰延税金資産 297 123

関係会社短期貸付金 210 30

その他 183 181

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 13,490 10,578

固定資産

有形固定資産

建物 566 506

減価償却累計額 △224 △220

建物（純額） 341 286

工具、器具及び備品 214 348

減価償却累計額 △163 △193

工具、器具及び備品（純額） 50 154

土地 23 23

有形固定資産合計 415 464

無形固定資産

ソフトウエア 610 1,053

その他 23 23

無形固定資産合計 634 1,076

投資その他の資産

投資有価証券 5,219 6,524

関係会社株式 3,549 ※1
 6,061

出資金 0 －

従業員に対する長期貸付金 2 2

関係会社長期貸付金 62 282

破産更生債権等 488 －

長期前払費用 160 101

差入保証金 1,020 997

会員権 95 94

保険積立金 48 50

繰延税金資産 2,050 1,676

その他 22 22

貸倒引当金 △515 △28

投資その他の資産合計 12,205 15,784

固定資産合計 13,255 17,325

資産合計 26,746 27,904
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年12月31日)

当事業年度
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,159 2,016

1年内返済予定の長期借入金 － ※1
 280

リース債務 － 30

未払金 2 0

未払費用 844 439

未払法人税等 926 90

未払消費税等 174 88

前受金 657 621

預り金 255 200

賞与引当金 227 182

その他 63 56

流動負債合計 5,310 4,006

固定負債

長期借入金 － ※1
 1,120

リース債務 － 106

長期預り保証金 12 12

退職給付引当金 3,710 3,919

その他 83 76

固定負債合計 3,806 5,235

負債合計 9,117 9,241

純資産の部

株主資本

資本金 3,702 3,702

資本剰余金

資本準備金 3,953 3,953

資本剰余金合計 3,953 3,953

利益剰余金

利益準備金 79 79

その他利益剰余金

プログラム等準備金 63 34

別途積立金 9,614 9,614

繰越利益剰余金 2,132 2,626

利益剰余金合計 11,889 12,353

自己株式 △1,632 △1,632

株主資本合計 17,912 18,376

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △296 250

評価・換算差額等合計 △296 250

新株予約権 14 36

純資産合計 17,629 18,662

負債純資産合計 26,746 27,904
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 33,036 29,649

売上原価

ソフトウエア売上原価 ※1
 26,678

※1
 24,868

売上総利益 6,358 4,780

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 47 32

役員報酬 166 126

給料及び手当 1,062 1,137

賞与 328 197

賞与引当金繰入額 41 44

退職給付費用 126 123

役員退職慰労引当金繰入額 5 －

法定福利費 164 161

福利厚生費 43 51

調査研究費 ※1
 64

※1
 89

教育研修費 192 103

交際費 38 21

旅費及び交通費 86 68

不動産賃借料 237 207

租税公課 114 104

減価償却費 9 9

その他 1,066 998

販売費及び一般管理費合計 3,798 3,477

営業利益 2,560 1,302

営業外収益

受取利息 12 7

有価証券利息 30 9

受取配当金 ※2
 196

※2
 406

その他 64 40

営業外収益合計 304 463

営業外費用

支払利息 0 3

投資事業組合運用損 22 19

コミットメントフィー 36 16

その他 1 5

営業外費用合計 61 45

経常利益 2,803 1,719
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 48 9

貸倒引当金戻入額 － 23

その他 1 2

特別利益合計 49 34

特別損失

固定資産除却損 － ※3
 39

投資有価証券評価損 249 28

瑕疵補償金 ※4
 42 －

その他 2 10

特別損失合計 293 78

税引前当期純利益 2,558 1,675

法人税、住民税及び事業税 1,276 418

法人税等調整額 △310 172

法人税等合計 965 591

当期純利益 1,593 1,084
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

区分
注記
番号

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

Ⅰ　人件費  7,774 28.4 7,337 30.2

Ⅱ　外注関連費  16,289 59.6 13,659 56.3

Ⅲ　経費 ※２ 1,830 6.7 1,879 7.7

Ⅳ　間接部門費  1,436 5.3 1,406 5.8

当期総製造費用  27,331 100.0 24,282 100.0

自社製作ソフトウエア

減価償却費
 30  62  

期首仕掛高  1,032  1,511  

合計  28,393 25,856 

期末仕掛高  1,511  825  

他勘定振替高 ※３ 204  162  

ソフトウエア売上原価  26,678 24,868 

      

　

（脚注）

前事業年度 当事業年度

　１．原価計算の方法

予定原価による個別原価計算を採用しておりま

す。

なお原価差額については、期末において調整計算

を行っております。

　１．原価計算の方法

同左

　 　

※２．経費のうち主なものは次のとおりであります。 ※２．経費のうち主なものは次のとおりであります。

不動産賃借料 948百万円

機械使用料 270百万円

不動産賃借料 1,004百万円

機械使用料 263百万円

　 　

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

ソフトウエア 204百万円 ソフトウエア 162百万円
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 3,702 3,702

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,702 3,702

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 3,953 3,953

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,953 3,953

資本剰余金合計

前期末残高 3,953 3,953

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,953 3,953

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 79 79

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 79 79

その他利益剰余金

プログラム等準備金

前期末残高 101 63

当期変動額

プログラム等準備金の取崩 △37 △28

当期変動額合計 △37 △28

当期末残高 63 34

別途積立金

前期末残高 9,614 9,614

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,614 9,614

繰越利益剰余金

前期末残高 2,070 2,132

当期変動額

剰余金の配当 △505 △619

当期純利益 1,593 1,084

自己株式の消却 △1,063 －

プログラム等準備金の取崩 37 28

当期変動額合計 61 493

当期末残高 2,132 2,626
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 11,865 11,889

当期変動額

剰余金の配当 △505 △619

当期純利益 1,593 1,084

自己株式の消却 △1,063 －

プログラム等準備金の取崩 － －

当期変動額合計 24 464

当期末残高 11,889 12,353

自己株式

前期末残高 △2,067 △1,632

当期変動額

自己株式の取得 △628 －

自己株式の消却 1,063 －

当期変動額合計 434 －

当期末残高 △1,632 △1,632

株主資本合計

前期末残高 17,453 17,912

当期変動額

剰余金の配当 △505 △619

当期純利益 1,593 1,084

自己株式の取得 △628 －

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 458 464

当期末残高 17,912 18,376

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 97 △296

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△394 547

当期変動額合計 △394 547

当期末残高 △296 250

評価・換算差額等合計

前期末残高 97 △296

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△394 547

当期変動額合計 △394 547

当期末残高 △296 250

新株予約権

前期末残高 － 14

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14 21

当期変動額合計 14 21

当期末残高 14 36
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成20年１月１日
　至　平成20年12月31日)

当事業年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

純資産合計

前期末残高 17,551 17,629

当期変動額

剰余金の配当 △505 △619

当期純利益 1,593 1,084

自己株式の取得 △628 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △380 569

当期変動額合計 77 1,033

当期末残高 17,629 18,662
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【継続企業の前提に関する事項】

前事業年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）及び当事業年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31

日）

該当事項はありません。
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【重要な会計方針】

　
前事業年度

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2) その他有価証券

①時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

(2) その他有価証券

①時価のあるもの

同左

 

 ②時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

②時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下

による簿価の切り下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　　　10～20年

工具、器具及び備品　５～20年

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物　　　　　　　　10～20年

工具、器具及び備品　５～20年

　 （追加情報）

法人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に到

達した事業年度の翌事業年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

なお、当該変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。

　

 (2) 無形固定資産

ソフトウエア

市場販売目的ソフトウエアについて

は、見込販売数量に基づく償却額と見

込有効期間(３年以内) に基づく均等

配分額とのいずれか大きい額を計上す

る方法によっております。

また、自社利用目的ソフトウエアに

ついては、社内における見込利用可能

期間(５年以内)に基づく定額法によっ

ております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウエア

同左
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前事業年度

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

　 ―

　

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産　

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年12月31日以前のものについ

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額の当事業年度の負担額を計

上しております。

(2) 賞与引当金

同左

 (3) 受注損失引当金

ソフトウエアの請負契約に基づく開

発のうち、当事業年度末時点で将来の

損失が確実に見込まれ、かつ、当該損失

額を合理的に見積もることが可能なも

のについては、将来の損失に備えるた

め翌事業年度以降に発生が見込まれる

損失額を計上しております。

(3) 受注損失引当金

同左

 (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

数理計算上の差異については、発生

年度の従業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（10年）による定額法によ

り、翌事業年度から損益処理すること

としております。

過去勤務債務については、発生年度

の従業員の平均残存勤務期間内の一定

の年数（10年）による定額法により、

発生年度から損益処理することとして

おります。

(4) 退職給付引当金

同左
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前事業年度

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

 (5) 役員退職慰労引当金

―

（追加情報）

役員の退職慰労金の支出に充てるた

め、内規に基づく事業年度末における

要支給額を計上しておりましたが、平

成20年３月27日開催の株主総会におい

て、役員退職慰労金制度を廃止し、制度

廃止時の要支給額を打切り支給するこ

とを決議しました。

この役員退職慰労金制度の廃止に伴

い、制度廃止時における役員退職慰労

引当金残高のうち当事業年度末におけ

る未支給額を長期未払金として固定負

債の「その他」に含めて計上しており

ます。

―

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

―

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式を採用しております。

消費税及び地方消費税の会計処理

同左
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【会計方針の変更】

前事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

―

　

　

　

　

　

　

　

―

　

　

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を当事

業年度から適用し、評価基準については、原価法から原価

法（収益性の低下による簿価の切り下げの方法）に変更

しております。

これによる損益に与える影響はありません。

　

（リース取引に関する会計基準等）

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　企業

会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最

終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16

号）を当事業年度から適用し、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理に変更しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用し

ております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。
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【表示方法の変更】

前事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

（損益計算書）

前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「コミットメントフィー」は、当事

業年度において営業外費用の100分の10を超えたため、区

分掲記いたしました。

なお、前事業年度において営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりました「コミットメントフィー」は

16百万円であります。

―
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年12月31日）

当事業年度
（平成21年12月31日）

　１．　　　　　　　　　　― ※１．担保に供している資産

関係会社株式1,461百万円を１年内返済予定の長

期借入金280百万円及び長期借入金1,120百万円の担

保に供しております。

　 　

　２．保証債務 　２．保証債務

当社は、株式会社シーエーシーナレッジのパート

ナー契約及び株式会社ＣＡＣオルビスのリース契約

に対して、債務保証を行っております。

当社は、株式会社シーエーシーナレッジのパート

ナー契約及び株式会社ＣＡＣオルビスのリース契約

に対して、債務保証を行っております。

㈱シーエーシーナレッジ 5百万円

㈱ＣＡＣオルビス　 873百万円　

㈱シーエーシーナレッジ 4百万円

㈱ＣＡＣオルビス　 604百万円　

　 　

　３. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、借入金

に関するコミットメントライン契約を締結しておりま

す。当該契約における借入極度額及び未実行残高は次

のとおりであります。

　３. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、借入金

に関するコミットメントライン契約を締結しておりま

す。当該契約における借入極度額及び未実行残高は次

のとおりであります。

借入コミットメントラインの極度額 6,000百万円

借入コミットメントラインの未実行残高

 6,000百万円

借入コミットメントラインの極度額 6,000百万円

借入コミットメントラインの未実行残高

 6,000百万円

　

　

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

529百万円 458百万円

　 　

※２．関係会社との取引 ※２．関係会社との取引

受取配当金 63百万円 受取配当金 280百万円

　 　

　３．　　　　　　　　　　― ※３．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

　 建物 37百万円

工具、器具及び備品　 2百万円

計 39百万円

　 　

※４．業務受託作業の瑕疵による、顧客企業への損害補償

金であります。

　４．　　　　　　　　　　―
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成20年１月１日　至　平成20年12月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末
（株）

増加
（株）

減少
（株）

当事業年度末
（株）

普通株式　※（注） 1,943,844 600,038 1,000,000 1,543,882

（注）普通株式の自己株式の増加の内訳は、取締役会決議による取得600,000株及び単元未満株式の買取による取得38

株、減少の内訳は自己株式の消却1,000,000株であります。　　

 

当事業年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末
（株）

増加
（株）

減少
（株）

当事業年度末
（株）

普通株式 1,543,882 － － 1,543,882
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（借主側）

ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

ⅰ．有形固定資産

主として、顧客サービス及び自社利用のための

事務用機器（工具、器具及び備品）であります。　

ⅱ．無形固定資産　

ソフトウエアであります。　

②リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

　　

　

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の

ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

であります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額
相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械及び装置 55 51 3
工具、器具
及び備品

1,006 539 466

ソフトウエア 148 80 67
合計 1,209 671 538

 
取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額
相当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

工具、器具

及び備品
973 717 255

ソフトウエア 129 91 37

合計 1,102 809 293

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 245百万円

１年超 312百万円

合　計 558百万円

１年内 199百万円

１年超 113百万円

合　計 313百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息

相当額

支払リース料 469百万円

減価償却費相当額 440百万円

支払利息相当額 26百万円

支払リース料 260百万円

減価償却費相当額 240百万円

支払利息相当額 15百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法により算定しております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

区分

前事業年度
（平成20年12月31日）

当事業年度
（平成21年12月31日）

貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表
計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

子会社株式 － － － － － －

関連会社株式 － － － 944 577 △367

合計 － － － 944 577 △367

　

　

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成20年12月31日）

当事業年度
（平成21年12月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 繰延税金資産   

　 退職給付引当金 1,509百万円

　 関係会社株式評価損　 219百万円

　 その他有価証券評価差額金　 203百万円

　 投資有価証券評価損　 158百万円　

　 貸倒引当金 102百万円

　 賞与引当金 92百万円

　 仕掛品評価損　 89百万円

　 未払事業税　 82百万円　

　 ソフトウエア償却限度超過額 78百万円

　 その他 174百万円

　 繰延税金資産　小計 2,712百万円

　 評価性引当額　 △320百万円

　 繰延税金資産　合計　 2,391百万円

 繰延税金負債　   

　 プログラム等準備金 △43百万円

　 繰延税金負債　合計 △43百万円

　 繰延税金資産の純額 2,348百万円

 繰延税金資産   

　 退職給付引当金 1,594百万円

　 関係会社株式評価損　 212百万円

　 投資有価証券評価損　 149百万円　

　 賞与引当金 74百万円

　 ソフトウエア償却限度超過額 64百万円

　 その他 190百万円

　 繰延税金資産　小計 2,286百万円

　 評価性引当額　 △290百万円

　 繰延税金資産　合計　 1,995百万円

 繰延税金負債　   

　 その他有価証券評価差額金　 △171百万円　

　 プログラム等準備金 △23百万円

　 繰延税金負債　合計 △195百万円

　 繰延税金資産の純額 1,800百万円

　 　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。

　 国内の法定実効税率　　 40.6％

　 （調整）　　　　　　     　

　 交際費等永久に損金に算入されない

項目
2.1％　

　 受取配当金益金不算入 △4.6％

　 評価性引当額の増減　 △0.7％　

　 その他　 △2.2％　

　 税効果会計適用後の法人税等の

負担率
35.2％　
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

１株当たり純資産額 880 円 87 銭 931 円 45 銭

１株当たり当期純利益金額 78 円 70 銭 54 円 21 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 － －

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

（自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日）

当事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当期純利益（百万円） 1,593 1,084

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,593 1,084

期中平均株式数（株） 20,240,174 19,997,518

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

平成20年３月27日開催第42回定時

株主総会決議第５回ストック・オ

プション（株式の数243,000株）

平成20年３月27日開催第42回定時

株主総会決議第５回ストック・オ

プション（株式の数243,000株）

　

　

（重要な後発事象）

「第５ 経理の状況　１．連結財務諸表　(1)連結財務諸表　（重要な後発事象）」に記載しているため、注記を省略し

ております。　
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

種類及び銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価

証券

その他

有価証券

㈱リクルート 450,000 3,060

iGATE Corporation 1,354,634 1,247

㈱数理計画 9,300 568

㈱綜合臨床ホールディングス 9,748 356

東洋ゴム工業㈱ 614,000 105

㈱マルハニチロホールディングス 601,000 76

アステラス製薬㈱ 16,360 56

㈱ソルパック 1,500 49

㈱JBISホールディングス 156,000 48

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 43,000 19

その他（54銘柄） 207,174 67

計 3,462,716 5,656

　

【債券】

種類及び銘柄
券面総額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価

証券

満期保有

目的の

債券

日興シティグループ証券㈱

オーストラリアコモンウェルス銀行 

ユーロ円債

500 500

計 500 500
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【その他】

種類及び銘柄
投資口数等
（千口）

貸借対照表計上額
（百万円）

有価証券
その他

有価証券

（信託受益権）   

三菱ＵＦＪリース㈱ － 200

小計 － 200

（譲渡性預金）  　

三井住友銀行神田支店 － 300

小計 － 300

投資有価

証券

その他

有価証券

（投資信託受益証券）   

三菱UFJ証券㈱

グローバルソブリンオープン
120,000 75

日興シティグループ証券㈱ 　　

上場インデックスファンド225　
3 32

三菱UFJ証券㈱

モルガン・スタンレー・ジャパン・

グロース・ファンド

25,000 21

三菱UFJ証券㈱

三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンド

ファンド/潮流

30,000 16

野村證券㈱/日興シティグループ証券㈱

日経225連動型上場投資信託
1 15

その他の投資信託受益証券（22銘柄） 100,949 117

小計 － 279

（投資事業有限責任組合への出資持分）         

ジャフコ・ジーシー１号投資事業組合 － 55

ティー・エイチ・シー・ミレニアム

投資事業有限責任組合
－ 17

その他の投資事業有限責任組合への

出資持分（１銘柄）
－ 15

小計 － 89

計 － 868
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高

（百万円）

当期増加額

（百万円）

当期減少額

（百万円）

当期末残高

（百万円）

当期末

減価償却累計額

又は償却累計額

（百万円）

当期償却額

（百万円）

差引

当期末残高

（百万円）

有形固定資産        

建物 566 27 87 506 220 47 286

工具、器具及び備品 214 9 5 218 184 24 33

土地 23 － － 23 － － 23

リース資産 － 130 － 130 9 9 120

有形固定資産計 804 167 93 877 413 81 464

無形固定資産        

販売用ソフトウエア 116 － － 116 89 44 26

自社使用ソフトウエア 572 527 － 1,099 89 56 1,010

電話加入権 22 － － 22 － － 22

電話専用権 3 － 0 2 2 0 0

リース資産 － 16 － 16 0 0 15

その他 － 2 － 2 2 2 0

無形固定資産計 715 546 0 1,261 184 103 1,076

　

　

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 520 5 464 28 33

賞与引当金 227 182 227 － 182

（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替えによる戻入額等であります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

１）現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 3

預金の種類  

当座預金 0

普通預金 2,909

定期預金 600

小計 3,509

合計 3,512

　

２）売掛金

（イ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

ダイキン工業㈱ 781

みずほ情報総研㈱ 553

アステラス製薬㈱ 381

日本ペンション・オペレーション・サービス㈱ 339

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 275

その他 2,681

合計 5,013

　

（ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

次期繰越高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
　 　(C)
　─────　×100
　(A) ＋ (B)

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
365

4,674 29,649 29,310 5,013 85.4 59.6

（注）上記金額には消費税等が含まれております。

　

３）仕掛品

区分 金額（百万円）

システム構築サービス 727

システム運用管理サービス 13

ＢＰＯ／ＢＴＯサービス　 83

合計 825
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４）関係会社株式

区分 銘柄 金額（百万円）

子会社株式

㈱アークシステム 1,600

㈱クリニカルトラスト 1,461

㈱アームシステックス 540

㈱ＣＡＣクリニット 293

高達計算機技術（蘇州）有限公司 280

その他 920

小計 5,096

関連会社株式

　

㈱ＭＩＣメディカル 944

その他 20

小計 964

合計 6,061

　

②　負債の部

１）買掛金

相手先 金額（百万円）

東芝ソリューション㈱ 186

㈱寺岡精工 132

㈱アビット 80

㈱エイチ・エル・シー 60

㈱リクルートスタッフィング情報サービス 57

その他 1,498

合計 2,016

　

２）退職給付引当金

区分 金額（百万円）

未積立退職給付債務 4,116

未認識数理計算上の差異 △246

未認識過去勤務債務 49

合計 3,919
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（３）【その他】

訴訟

当社は、平成17年に実施されたＴＯＢへの応募による株式会社アイ・エックス・アイ（以下、ＩＸＩ）の株式の譲

渡に関して、下記の訴訟を提起され、現在係属中です。当社は、原告主張の損害賠償金を支払う義務はないと認識して

おりますが、本件訴訟の進展によっては、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(1) 訴訟の提起があった裁判所及び年月日

東京地方裁判所 平成19年９月20日

(2) 訴訟を提起した者

株式会社インターネット総合研究所（東京都目黒区）

(3) 訴訟の内容

・ ＩＸＩの非常勤取締役を兼務していた当社役員(当時)、同じく非常勤監査役を兼務していた当社従業員、計２

名の損害賠償責任に関する使用者責任に基づく損害賠償請求

・ 公開買付に関する契約書の錯誤無効に基づく、不当利得の返還請求

・ 公開買付に関する契約書の締結に際する説明義務違反（債務不履行ないし不法行為）に基づく損害賠償請求

(4) 請求金額

14,380百万円及び遅延損害金
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から１２月３１日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 １２月３１日

剰余金の配当の基準日
　６月３０日

１２月３１日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

(特別口座)　

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

(特別口座)　

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 ―

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額。

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし電子公告をすることができない事故やその他

やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ

http://www.cac.co.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）　当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募

集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利

を有しておりません。　
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

 当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

　

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（１）有価証券報告書及びその添付書類

　 事業年度（第43期） （自　平成20年1月1日　至　平成20年12月31日）　平成21年3月27日関東財務局長に提出

（２）四半期報告書及び確認書

　 （第44期第1四半期） （自　平成21年1月1日　至　平成21年3月31日）　平成21年5月15日関東財務局長に提出

　 （第44期第2四半期） （自　平成21年4月1日　至　平成21年6月30日）　平成21年8月14日関東財務局長に提出

　 （第44期第3四半期） （自　平成21年7月1日　至　平成21年9月30日）　平成21年11月13日関東財務局長に提出

（３）臨時報告書

 　   平成22年2月1日関東財務局長に提出

      金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の3の規定に基づく

　　　臨時報告であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

  平成２１年３月１８日

株式会社　シーエーシー   

 取締役会　御中  

 太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 野辺地　勉

　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大村　茂

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社シーエーシーの平成２０年１月１日から平成２０年１２月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表に

ついて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対

する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

シーエーシー及び連結子会社の平成２０年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

（注）１．上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  平成22年3月26日

株式会社　シーエーシー   

 取締役会　御中  

 太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 野辺地　勉

　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大村　茂

　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 石井　雅也
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＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社シーエーシーの平成21年1月1日から平成21年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

シーエーシー及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

１．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成22年1月29日の取締役会において、平成22年4月1日を合併期

日として、連結子会社3社を吸収合併することを決議している。

２．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成22年3月19日の取締役会において、株式会社総合臨床ホール

ディングスの株式を追加取得し、持分法適用関連会社とすることを決議している。

３．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成22年3月19日の取締役会において、株式会社総合臨床ホール

ディングスを引受先として、第三者割当による自己株式の処分を決議している。

　

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社シーエーシーの平成21年12

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作

成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。ま

た、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社シーエーシーが平成21年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

（注）１．上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成２１年３月１８日

株式会社　シーエーシー   

 取締役会　御中  

 太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 野辺地　勉

　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大村　茂

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社シーエーシーの平成２０年１月１日から平成２０年１２月３１日までの第４３期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社シー

エーシーの平成２０年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

（注）１．上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成22年3月26日

株式会社　シーエーシー   

 取締役会　御中  

 太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 野辺地　勉

　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大村　茂

　

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 石井　雅也

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社シーエーシーの平成21年1月1日から平成21年12月31日までの第44期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社シー

エーシーの平成21年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

１．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成22年1月29日の取締役会において、平成22年4月1日を合併期

日として、連結子会社3社を吸収合併することを決議している。

２．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成22年3月19日の取締役会において、株式会社総合臨床ホール

ディングスの株式を追加取得し、持分法適用関連会社とすることを決議している。

３．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成22年3月19日の取締役会において、株式会社総合臨床ホール

ディングスを引受先として、第三者割当による自己株式の処分を決議している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

以　　上

（注）１．上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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